
議案第４２号  

 

   消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に  

ついて  

 

 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例を別紙のとおり定める。  

 

  令和元年９月５日提出  

 

山都町長  梅田  穰  

 

 

（提案理由）  

 令和元年１０月１日からの消費税率及び地方消費税率の引上げに伴

い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう、公の施設の使用料等を

改定するため、関係条例の一部を改正する必要があります。  

 これが、この議案を提出する理由です。  



 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例をこ

こに公布する。 

  令和  年  月  日 

 

山都町長 

 

山都町条例第  号 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例  

 （山都町手数料条例の一部改正） 

第１条 山都町手数料条例（平成１７年山都町条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表の１１の表中「公簿、公文書及び図面」を「公簿及び図面」に、 

 「 

ロール紙幅４４ｃｍ １メートル当たり １００円 

ロール紙幅６６ｃｍ １メートル当たり １５０円 

ロール紙幅８０ｃｍ １メートル当たり ２００円 

ロール紙幅８８ｃｍ １メートル当たり ２５０円 

カラーコピー Ｂ５判又はＡ４判 １枚につき５０円 

カラーコピー Ｂ４判又はＡ３判 １枚につき８０円 

  」 

 を 

 「 

ロール紙幅７１８ｍｍ未満 １メートル当たり ２８０円 

ロール紙幅７１８ｍｍ以上 １メートル当たり ３４０円 

印刷機（輪転機） １面１枚当たりの単価 

 ５０枚以下 ３円 

印刷枚数 ５１枚から２００枚まで ２円 

 ２０１枚以上 １円 



に、 

「 

認可地縁団体の台帳の写しの証明書 １通につき５００円 

」 

 を 

「 

認可地縁団体の台帳の写しの証明書 １通につき５００円 

   注 印刷機（輪転機）の手数料は、印刷枚数の区分に応じ、印刷枚数に１面１枚  

当たりの単価を乗じて得られた額及び用紙代（実費相当額）を合計した額（１ 

０円未満切捨て）とする。 

」 

に改める。 

 （山都町花上多目的集会場条例の一部改正） 

第２条 山都町花上多目的集会場条例（平成１７年山都町条例第５８号）の一

部を次のように改正する。 

別表中「２１６円」を「２２０円」に、「１０８円」を「１１０円」に、「２ 

，１６０円」を「２，２００円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」 

に改める。 

 （山都町公民館条例の一部改正） 

第３条 山都町公民館条例（平成１７年山都町条例第７２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第３山都町中央公民館の部中「６１０円」を「６２０円」に改め、同 

表馬見原公民館の部中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「３，７８  

０円」を「３，８５０円」に、「１，６１０円」を「１，６３０円」に改める｡  

 （山都町立図書館条例の一部改正） 

第４条 山都町立図書館条例（平成１７年山都町条例第７３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中「８２０円」を「８３０円」に、「１，２３０円」を「１，２５０円」 

に改める。 



 （山都町営体育館条例の一部改正） 

第５条 山都町営体育館条例（平成１７年山都町条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第２の１（１）の表中「８１０円」を「８２０円」に改める。  

別表第２の１（２）アの表中「７２０円」を「７３０円」に、「８１０円 

」を「８２０円」に、「１，１３０円」を「１，１５０円」に改める。  

別表第２の１（２）イの表中「２，１６０円」を「２，２００円」に、「  

８１０円」を「８２０円」に、「３，３９０円」を「３，４５０円」に改め 

る。 

別表第２の２（１）の表中「１，２９０円」を「１，３１０円」に、「８  

６０円」を「８７０円」に、「２，５９０円」を「２，６３０円」に、「６ 

４０円」を「６５０円」に、「６７０円」を「６８０円」に改める。 

別表第２の３（１）の表蘇陽林業者等健康増進施設の部全面の項中「９８  

０円」を「９９０円」に、「６５０円」を「６６０円」に、「１，９７０円」 

を「２，０００円」に改め、同表馬見原体育館の部全面の項中「６４０円」 

を「６５０円」に、「１，２９０円」を「１，３１０円」に改め、同表長崎  

体育館の項、上差尾体育館の項、二瀬本体育館の項、橘体育館の項、長谷体 

育館の項及び東竹原体育館の項中「９８０円」を「９９０円」に改める。 

 （山都町営グラウンド条例の一部改正） 

第６条 山都町営グラウンド条例（平成１７年山都町条例第７７号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２の１の表中「８１０円」を「８２０円」に、「１，０８０円」を  

 「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。  

別表第２の２の表中「８６０円」を「８７０円」に改める。 

 （山都町営弓道場条例の一部改正） 

第７条 山都町営弓道場条例（平成１７年山都町条例第７８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中「５４０円」を「５５０円」に、「６４０円」を「６５０円」に改  

 める。 



 （山都町立学校体育施設の開放に関する条例の一部改正） 

第８条 山都町立学校体育施設の開放に関する条例（平成１７年山都町条例第

８０号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「６４０円」を「６５０円」に、「８１０円」を「８２０円」に､ 

「８６０円」を「８７０円」に改める。 

 （山都町コミュニティセンター条例の一部改正） 

第９条 山都町コミュニティセンター条例（平成１７年山都町条例第８２号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第２中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５４０円」を「５  

５０円」に、「１，７２０円」を「１，７５０円」に改める。 

 （山都町地域福祉センター条例の一部改正） 

第１０条 山都町地域福祉センター条例（平成１７年山都町条例第８５号）の

一部を次のように改正する。 

  別表中「３２４円」を「３３０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「  

２１６円」を「２２０円」に改める。 

 （山都町高齢者共同住宅条例の一部改正） 

第１１条 山都町高齢者共同住宅条例（平成１７年山都町条例第８６号）の一

部を次のように改正する。 

別表中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「７，５６０円」を「７，

７００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「１４，０４ 

 ０円」を「１４，３００円」に、「１７，２８０円」を「１７，６００円」 

 に、「２０，５２０円」を「２０，９００円」に、「２３，７６０円」を｢ 

 ２４，２００円」に、「２７，０００円」を「２７，５００円」に、「３２，４ 

００円」を「３３，０００円」に改める。 

 （山都町老人福祉センター条例の一部改正） 

第１２条 山都町老人福祉センター条例（平成１７年山都町条例第９３号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１中「３２０円」を「３３０円」に改める。 



別表第２中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「７，５６０円」を  

「７，７００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「１４ 

，０４０円」を「１４，３００円」に、「１７，２８０円」を「１７，６０  

０円」に、「２０，５２０円」を「２０，９００円」に、「２３，７６０円 

円」を「２４，２００円」に、「２７，０００円」を「２７，５００円」に､

「３２，４００円」を「３３，０００円」に改める。 

 （山都町生活支援ハウス条例の一部改正） 

第１３条 山都町生活支援ハウス条例（平成１７年山都町条例第９４号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１中「３，２４０円」を「３，３００円」に、「５，４００円」を

「５，５００円」に改める。 

別表第２中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「７，５６０円」を

「７，７００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「１４ 

，０４０円」を「１４，３００円」に、「１７，２８０円」を「１７，６０

０円」に、「２０，５２０円」を「２０，９００円」に、「２３，７６０円 

」を「２４，２００円」に、「２７，０００円」を「２７，５００円」に、  

「３２，４００円」を「３３，０００円」に、「３７，８００円」を「３８ 

，５００円」に、「４３，２００円」を「４４，０００円」に、「４８，６

００円」を「４９，５００円」に、「５４，０００円」を「５５，０００円 

」に改める。 

 （山都町高齢者憩いの家条例の一部改正） 

第１４条 山都町高齢者憩いの家条例（平成１７年山都町条例第９５号）の一

部を次のように改正する。 

別表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２  

，２００円」に、「２，７００円」を「２，７５０円」に、「３，２４０円 

」を「３，３００円」に改める。 

 （山都町介護予防拠点施設条例の一部改正） 

第１５条 山都町介護予防拠点施設条例（平成１７年山都町条例第９７号）の



一部を次のように改正する。 

別表第２中「４３０円」を「４４０円」に、「６４０円」を「６６０円」

に、「３２０円」を「３３０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改める｡ 

別表第３中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１００円」を「１

１０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改める。 

 （山都町人権センター条例の一部改正） 

第１６条 山都町人権センター条例（平成１７年山都町条例第９９号）の一部

を次のように改正する。 

別表中「２００円」を「２０４円」に、「２８０円」を「２８６円」に 、 

「５２０円」を「５３０円」に、「２６０円」を「２６５円」に、「３５０ 

円」を「３５６円」に、「７８０円」を「７９５円」に、「１５０円」を「  

１５２円」に、「２２０円」を「２２４円」に、「４２０円」を「４２７円 

」に、「２１０円」を「２１４円」に、「６２０円」を「６３２円」に改め 

る。 

 （山都町保健福祉センター条例の一部改正） 

第１７条 山都町保健福祉センター条例（平成１７年山都町条例第１０２号）

の一部を次のように改正する。 

別表第２中「２５７円」を「２６０円」に、「６２７円」を「６４０円」  

に、「６１７円」を「６３０円」に、「３０８円」を「３１０円」に、「６  

７８円」を「６９０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、「１，０２８

円」を「１，０５０円」に、「１，２３４円」を「１，２６０円」に改める｡ 

別表第３清和保健センター使用料の表中「２５７円」を「２６０円」に、  

「６２７円」を「６４０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、「１，０  

２８円」を「１，０５０円」に改める。 

別表第３蘇陽保健センター使用料の表中「６４８円」を「６６０円」に、  

「３２４円」を「３３０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改める。  

 （山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第１８条 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年山都町条例



第１０４号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項第２号中「１０．８円 」を「１１．０円 」に改める。 

 （山都町二瀬本ふれあい館条例の一部改正） 

第１９条 山都町二瀬本ふれあい館条例（平成１７年山都町条例第１１２号）

の一部を次のように改正する。 

第１４条中「別表に定める使用料」を「その使用料の上限として別表で定  

める額以下で町長が指定する額」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第１４条関係） 

区分 単位 使用料（上限額） 

農産加工室 味噌づくり １日 １，２１０円 

味噌づくり以外 １日 ５５０円 

ボイラー １日 １，０００円 

洗濯室 洗濯機 １回 ７７０円 

乾燥機 １回 ５５円 

ＬＰガス ０．１立方メートル ７５円 

  （注） 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。  

 （山都町蘇陽営農センター条例の一部改正） 

第２０条 山都町蘇陽営農センター条例（平成１７年山都町条例第１１３号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「４３２円」を「４４０

円」に、「６４８円」を「６６０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改

める。 

 （山都町二瀬本研修センター条例の一部改正） 

第２１条 山都町二瀬本研修センター条例（平成１７年山都町条例第１１４号  

）の一部を次のように改正する。 

別表中「１，２９６円」を「１，３２０円」に、「１，６２０円」を「１  

，６５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「２，７００円  



」を「２，７５０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「３，  

７８０円」を「３，８５０円」に改める。 

 （山都町清和研修センター条例の一部改正） 

第２２条 山都町清和研修センター条例（平成１７年山都町条例第１１５号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「１，２９６円」を「１，３２０円」に、「６４８円」を「６６０  

円」に、「３２４円」を「３３０円」に改める。 

 （山都町清和山村基幹集落センター条例の一部改正） 

第２３条 山都町清和山村基幹集落センター条例（平成１７年山都町条例第１

１９号）の一部を次のように改正する。 

別表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５４０円」を「５５０  

円」に改める。 

 （山都町黒峰牧場条例の一部改正） 

第２４条 山都町黒峰牧場条例（平成１７年山都町条例第１２３号）の一部を

次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

区分 使用料 

肉用繁殖牛 １頭１シーズン（５月から１１月まで）につき ５，５００

円 

子牛 無料 

（注）表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。  

 （山都町水道事業給水条例の一部改正） 

第２５条 山都町水道事業給水条例（平成１７年山都町条例第１４４号）の一

部を次のように改正する。 

第３４条の表を次のように改める。 

  量水器口径

区分 

基本水量 基本料金１箇月

につき 

従量料金７m３を超える１m３

につき 



一般用 １３ミリメ

ートル 

７m３当たり １，１００円 １５４円 

２０ 〃 〃 １，２２１円 １５４円 

２５ 〃 〃 １，２４３円 １５４円 

３０ 〃 〃 １，３４２円 １５４円 

４０ 〃 〃 １，４９６円 １５４円 

５０ 〃 〃 ３，６５２円 １５４円 

７５ 〃 〃 ４，５１０円 １５４円 

営業用 ２０ 〃 〃 １，２２１円 ７m３を超え２００m３まで

１m３につき ９９円 

２００m３を超える１m３に

つき １５４円 

２５ 〃 〃 １，２４３円 

一時用     １m３につき ３０８円 

消火栓（演習用） １０分（約１０m３） １，１００円 

注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。  

第４４条第１項の表を次のように改める。 

メーター口径 加入金額 

１３ミリメートル ３３，０００円 

２０ 〃 ４４，０００円 

２５ 〃 ８８，０００円 

３０ 〃 １４３，０００円 

４０ 〃 ２７５，０００円 

５０ 〃 ４９５，０００円 

７５ 〃 １，４３０，０００円 

 （山都町簡易水道等事業給水条例の一部改正） 

第２６条 山都町簡易水道等事業給水条例（平成１８年山都町条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

第３２条第１号アの表を次のように改める。 



名称 用途 メータ

ー口径

区分 

基本水量 基本料金（１箇

月につき） 

超過料金（１m

３につき） 

中部地区簡易水道 

尾野尻地区簡易水道 

高月地区簡易水道 

小峰地区簡易水道 

朝日地区簡易水道 

馬見原地区簡易水道 

菅尾地区簡易水道 

柏地区簡易水道 

柏第二地区簡易水道 

東竹原地区簡易水道 

西部地区簡易水道 

今村地区簡易水道 

山都中央地区簡易水道 

矢部長谷地区簡易水道 

矢部地区簡易水道 

白糸地区簡易水道 

蘇陽長谷地区簡易水道 

 

一般用 １３mm ７m３当たり １，１００円 １５４円 

２０mm ７m３当たり １，２２１円 １５４円 

２５mm ７m３当たり １，２４３円 １５４円 

３０mm ７m３当たり １，３４２円 １５４円 

４０mm ７m３当たり １，４９６円 １５４円 

５０mm ７m３当たり ３，６５２円 １５４円 

７５mm ７m３当たり ４，５１０円 １５４円 

公共用 ― ７m３当たり ５５０円 １５４円 

一時用 ― ― １m３につき ３０８円 

消火栓（演習用） １０分（約１０m３） １，１００円 

（注） 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。 

第４２条第２項の表を次のように改める。 

メーターの口径 加入金の額 

１３ミリメートル ３３，０００円 

２０ミリメートル ４４，０００円 

２５ミリメートル ８８，０００円 

３０ミリメートル １４３，０００円 



４０ミリメートル ２７５，０００円 

５０ミリメートル ４９５，０００円 

７５ミリメートル １，４３０，０００円 

 （山都町福祉サービス手数料条例の一部改正） 

第２７条 山都町福祉サービス手数料条例（平成１８年山都町条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  別表緊急通報体制整備事業手数料（月額）の項中「５００円」を「５５０

円」に、「２５０円」を「２７５円」に改める。 

 （山都町文化交流拠点施設設置条例の一部改正） 

第２８条 山都町文化交流拠点施設設置条例（平成２９年山都町条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「２，７００円」を「２，７５０円」に、「１，３５０円」を「１，

３７５円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に改める。 

 （清和村村有林野使用料徴収条例の一部改正） 

第２９条 清和村村有林野使用料徴収条例（昭和３２年清和村条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項第１号及び第２号中「１００円」を「１１０円」に改め、同  

項第３号及び第４号中「１，０００円」を「１，１００円」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例（第２５及び第２６条の規定を除く。）による改正後のそれぞれの

条例（以下「改正後のそれぞれの条例」という。）の規定は、この条例の施行

の日（以下次項において「施行日」という。）以後に納付すべきものについて

適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例によ

る。 

３ 改正後のそれぞれの条例（第１条、第１８及び第２７条の規定によるもの

を除く。）の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、



利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等によ

り施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等に

ついては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 第２５条の規定による改正後の山都町水道事業給水条例（以下この項にお

いて「改正後水道給水条例」という。）の施行の日（以下この項において「施

行日」という。）前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和

元年１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの（施行

日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後であるも

のにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権

利が確定する料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定

した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日を

いう。以下同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する

日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の

月数を乗じて計算した金額に係る部分）に係る料金については、改正後水道

給水条例第３４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 第２６条の規定による改正後の山都町簡易水道等事業給水条例（以下この

項において「改正後簡易水道給水条例」という。）の施行の日（以下この項に

おいて「施行日」という。）前から継続して本町の簡易水道等の給水を受ける

水道の使用で、施行日から令和元年１０月３１日までの間に料金の支払を受

ける権利が確定するもの（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定

する日が同月３１日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施

行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の

料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合に

は、簡易水道等の給水を開始した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初め

て料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前

回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分）

に係る料金については、改正後簡易水道給水条例第３２条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

６ 前２項の月数は、歴に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、



これを１月とする。 
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山
都
町
手

数
料

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

5
3
号

)新
旧
対

照
表

【
第

1
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
2
条

関
係

) 
別

表
(第

2
条

関
係

) 

1
1
 

そ
の
他
の

事
務

 
1
1
 

そ
の
他
の

事
務

 

公
簿
、
公
文
書
及
び
図
面
の
閲
覧
手
数
料
 

（
省
略
）
 

公
簿
、
公
文
書
及
び
図
面

の
証
明
手
数
料
 

（
省
略
）
 

公
簿
、
公
文
書
及
び
図
面

の
写
し
の
交
付
手
数
料
 

 

（
省
略
）
 

 

ロ
ー
ル
紙

幅
4
4
cm

 
1
メ

ー
ト

ル
当

た
り

 
1
0
0
円

 

ロ
ー
ル
紙

幅
6
6
cm

 
1
メ

ー
ト

ル
当

た
り

 
1
5
0
円

 

ロ
ー
ル
紙

幅
8
0
cm

 
1
メ

ー
ト

ル
当

た
り

 
2
0
0
円

 

ロ
ー
ル
紙

幅
8
8
cm

 
1
メ

ー
ト

ル
当

た
り

 
2
5
0
円

 

カ
ラ
ー
コ

ピ
ー

 
B

5
判

又
は

A
4
判

 
1
枚

に
つ

き
5
0
円

 

カ
ラ
ー
コ

ピ
ー

 
B

4
判

又
は

A
3
判

 
1
枚

に
つ

き
8
0
円

 

（
省
略
）

 
 

 

公
簿

 
 
 
 

及
び
図
面
の
閲
覧
手
数
料
 

（
省
略
）
 

公
簿

 
 
 
 

及
び
図
面
の
証
明
手
数
料
 

（
省
略
）
 

公
簿

 
 
 
 

及
び
図
面
の
写
し
の
交
付
手
数
料
 

 

（
省
略
）
 

 

ロ
ー
ル
紙

幅
7
1
8
㎜

未
満

 
1
メ

ー
ト

ル
当

た
り

 
2
8
0
円

 

ロ
ー
ル
紙

幅
7
1
8
㎜

以
上

 
1
メ

ー
ト

ル
当

た
り

 
3
4
0
円

 

印
刷
機
（

輪
転
機

）
 

1
面

1
枚

当
た

り
の

単
価

 

 
5
0
枚

以
下

 
3
円

 

印
刷
枚
数

 
5
1
枚

か
ら

2
0
0
枚

ま
で

 
2
円

 

 
2
0
1
枚

以
上

 
1
円

 

（
省
略
）

 
 

注
 
印
刷

機
（

輪
転

機
）
の

手
数

料
は

、
印

刷
枚

数
の

区
分

に
応

じ
、
印

刷
枚

数
に

１
面

１
枚

当
た
り
の

単
価
を

乗
じ

て
得

ら
れ

た
額

及
び
用

紙
代
（

実
費

相
当

額
）
を

合
計

し
た

額
（

１

０
円
未
満

切
捨
て

）
と

す
る

。
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山
都
町
花

上
多
目

的
集

会
場

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
5
8
号

)新
旧
対

照
表

【
第

2
条

関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
9
条

関
係

) 
別

表
(第

9
条

関
係

) 

花
上
多
目

的
集

会
場

使
用

料
 

花
上
多
目

的
集
会

場
使
用

料
 

単
位

 
使

用
料

 

全
館

 
和

室
の
み

 
ホ

ー
ル
の

み
 

1
時

間
 

2
1
6
円

 
1
0
8
円

 
1
0
8
円

 

1
日

 
2
,1

6
0
円

 
1
,0

8
0
円

 
1
,0

8
0
円

 
 

単
位

 
使

用
料

 

全
館

 
和

室
の

み
 

ホ
ー

ル
の

み
 

1
時

間
 

2
2
0
円

 
1
1
0
円

 
1
1
0
円

 

1
日

 
2
,2

0
0
円

 
1
,1

0
0
円

 
1
,1

0
0
円

 
 

(注
)表

の
金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

(注
)表

の
金
額

は
、
消

費
税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。
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山
都
町
公

民
館
条

例
(平

成
1
7
年

山
都

町
条

例
第

7
2
号

)新
旧
対

照
表

【
第

3
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

3
(第

1
3
条

関
係

) 
別

表
第

3
(第

1
3
条

関
係

) 

公
民
館
名

 
使

用
料

(1
時

間
当

た
り

) 
冷

暖
房
費

 

(1
時

間
当

た
り

) 

備
考

 

山
都
町
中

央
公
民

館
 

大
研

修
室

 
6
1
0
円

 
3
0
0
円

 1
 

使
用

料

及
び
冷
暖

房
費
の
単

価
は
、

1
時

間
未
満

は
、
引
き

上
げ
る
。

 

2
 

町
外

利

用
者
の
場

合
は
、
使

用
料
を

2

倍
と
す

る
。

 

視
聴

覚
室

 
4
1
0
円

 
3
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

器
具

利
用

の
場

合
 

(1
台

に
つ
き

1
日

 
6
4
0
円

) 

 
 

調
理

室
 

4
1
0
円

 
3
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

調
理

台
利

用
の

場
合

(1
台

に
つ
き

1
日

 
1
3
0
円

) 

 
 

研
修

室
 

Ⅰ
・

Ⅱ
 

2
5
0
円

 
2
0
0
円

 

和
室

 
3
0
0
円

 
2
0
0
円

 

清
和
山
村

基
幹
集

落
セ
ン
タ

ー
 

山
都

町
清

和
山

村
基

幹
集

落
セ

ン
タ
ー
条

例
(平

成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

1
1
9
号

)第
8
条

の
規

定
を
適

用

す
る

。
 

馬
見
原
公

民
館

 
大

ホ
ー

ル
 

1
,0

8
0
円

 
5
3
0
円

 

中
会

議
室

 
2
1
0
円

 
3
1
0
円

 

小
会

議
室

 
2
1
0
円

 
3
1
0
円

 

中
和

室
 

2
1
0
円

 
1
6
0
円

 

公
民
館
名

 
使

用
料

(1
時

間
当

た
り

) 
冷

暖
房

費
 

(1
時

間
当

た
り

) 

備
考

 

山
都
町
中

央
公
民

館
 

大
研
修
室

 
6
2
0
円

 
3
0
0
円

 1
 

使
用

料

及
び

冷
暖

房
費

の
単

価
は

、
1
時

間
未

満

は
、

引
き

上
げ

る
。

 

2
 

町
外

利

用
者

の
場

合
は

、
使

用
料

を
2

倍
と

す

る
。

 

視
聴
覚
室

 
4
1
0
円

 
3
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

器
具
利

用
の

場
合

 
(1
台

に
つ

き

1
日

 
6
4
0
円

) 

 
 

調
理
室

 
4
1
0
円

 
3
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

調
理
台

利
用

の
場

合
(1
台

に
つ

き

1
日

 
1
3
0
円

) 

 
 

研
修
室

 
Ⅰ
・

Ⅱ
 

2
5
0
円

 
2
0
0
円

 

和
室

 
3
0
0
円

 
2
0
0
円

 

清
和
山
村

基
幹
集

落
セ
ン
タ

ー
 

山
都
町
清

和
山

村
基

幹
集

落
セ

ン
タ

ー
条

例
(平

成

1
7
年

山
都
町

条
例

第
1
1
9
号

)第
8
条

の
規

定
を

適
用

す
る
。

 

馬
見
原
公

民
館

 
大

ホ
ー
ル

 
1
,1

0
0
円

 
5
3
0
円

 

中
会
議
室

 
2
1
0
円

 
3
1
0
円

 

小
会
議
室

 
2
1
0
円

 
3
1
0
円

 

中
和
室

 
2
1
0
円

 
1
6
0
円
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小
和

室
 

2
1
0
円

 
1
6
0
円

 

調
理

・
実

習
室

 
5
4
0
円

 
3
1
0
円

 

全
館

使
用

 
3
,7

8
0
円

 
1
,6

1
0
円

 
 

小
和
室

 
2
1
0
円

 
1
6
0
円

 

調
理
・
実

習
室

 
5
4
0
円

 
3
1
0
円

 

全
館
使
用

 
3
,8

5
0
円

 
1
,6

3
0
円

 
 

(注
) 

表
の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

分
を

加
え

た
総
額
表

示
で
あ

る
。

 
(注

) 
表
の
金

額
は
、

消
費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
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4
 

 

山
都
町
立

図
書
館

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

7
3
号

)新
旧
対

照
表

【
第

4
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
7
条

関
係

) 
別

表
(第

7
条

関
係

) 

使
用
料

 
使

用
料

 

区
分

 
利

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

冷
暖

房
費

 

(1
時

間
当
た

り
) 

備
考

 

入
場
料
そ

の
他
こ

れ

に
類
す
る

料
金
を

徴

収
し
な
い

も
の

 

4
1
0
円

 
4
1
0
円

 

た
だ

し
、

コ
イ

ン
タ

イ
マ

ー
に
よ

り
利

用
す

る
場
合

は
、
実

費
と
す
る

。 

1
 

利
用

時
間
に

1
時

間
未
満
の

時
間
が

あ
る
と
き

の
利
用

料
又
は
冷

暖
房
費

の
額
は
、

当
該

1
時

間
未
満
の

時
間
を

1

時
間
と
み

な
し
た

額
と
す
る

。
 

2
 

町
民

以
外
の

利
用

の
場
合
は

、
当

該
利

用
に
係
る

利
用
料

の
額
を

2
倍
に
し

た

額
を
利
用

料
と
し

て
徴
収
す

る
。

 

入
場
料
そ

の
他
こ

れ

に
類
す
る

料
金
を

徴

収
す
る
も

の
で

、
そ

の

額
が

1
,0

0
0
円

以
下

の

も
の

 

8
2
0
円

 

入
場
料
そ

の
他
こ

れ

に
類
す
る

料
金
を

徴

収
す
る
も

の
で

、
そ

の

額
が

1
,0

0
0
円

を
超

え

る
も
の

 

1
,2

3
0
円

 

 

区
分

 
利

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

冷
暖

房
費

 

(1
時

間
当

た
り

) 

備
考

 

入
場
料
そ

の
他
こ

れ

に
類
す
る

料
金
を

徴

収
し
な
い

も
の

 

4
1
0
円

 
4
1
0
円

 

た
だ

し
、

コ
イ

ン
タ

イ
マ

ー
に

よ

り
利

用
す

る
場

合

は
、
実

費
と

す
る

。 

1
 

利
用

時
間

に
1
時

間
未

満
の

時
間

が

あ
る

と
き

の
利

用

料
又

は
冷

暖
房

費

の
額

は
、

当
該

1
時

間
未

満
の

時
間

を
1

時
間

と
み

な
し

た

額
と

す
る

。
 

2
 

町
民

以
外

の
利

用

の
場

合
は

、
当

該
利

用
に

係
る

利
用

料

の
額

を
2
倍

に
し

た

額
を

利
用

料
と

し

て
徴

収
す

る
。

 

入
場
料
そ

の
他
こ

れ

に
類
す
る

料
金
を

徴

収
す
る
も

の
で

、
そ
の

額
が

1
,0

0
0
円

以
下

の

も
の

 

8
3
0
円

 

入
場
料
そ

の
他
こ

れ

に
類
す
る

料
金
を

徴

収
す
る
も

の
で

、
そ
の

額
が

1
,0

0
0
円

を
超

え

る
も
の

 

1
,2

5
0
円

 

 

1
 

「
入

場
料

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
料

金
を

徴
収
す
る

も
の
」

に
は
、

入
場
券

、

整
理
券
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

を
発

行
し
て

利
用
す

る
も
の

を
含
む

。
 

1
 

「
入

場
料
そ

の
他
こ

れ
に

類
す

る
料

金
を

徴
収

す
る

も
の

」
に

は
、

入
場

券
、

整
理
券
そ

の
他
こ

れ
に
類

す
る

も
の

を
発

行
し

て
利

用
す

る
も

の
を

含
む

。
 

2
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

2
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。
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山
都
町
営

体
育
館

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

7
5
号

)新
旧
対

照
表

【
第

5
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

2
(第

1
2
条

関
係

) 
別

表
第

2
(第

1
2
条

関
係

) 

1
 

中
央

体
育
館

、
中

島
体

育
館

、
浜

町
体

育
館

、
下

矢
部
西
部

体
育
館

、
下

矢
部
東

部
体
育
館

、
中
島

南
部

体
育

館
、

中
島

東
部

体
育

館
、
中

島
西
部

体
育
館

、
白
糸

第
一
体
育

館
、
白

糸
第

二
体

育
館

、
白

糸
第

三
体

育
館
、

下
名
連

石
体
育

館
、
御

所
体
育
館

 

1
 

中
央

体
育
館

、
中

島
体
育

館
、
浜

町
体

育
館

、
下

矢
部

西
部

体
育

館
、
下

矢
部

東

部
体
育
館

、
中
島

南
部
体

育
館

、
中

島
東

部
体

育
館

、
中

島
西

部
体

育
館

、
白

糸

第
一
体
育

館
、
白

糸
第
二

体
育

館
、

白
糸

第
三

体
育

館
、

下
名

連
石

体
育

館
、

御

所
体
育
館

 

(1
) 

体
育
活

動
を

目
的

と
し

て
利

用
す

る
場

合
 

(1
) 

体
育
活

動
を
目

的
と
し

て
利

用
す

る
場

合
 

施
設
名

 
単

位
 

使
用

料
 

(1
時

間
当

た
り

) 

電
気
料

 

(1
時

間
当
た

り
) 

中
央
体
育

館
、
中

島
体
育
館

 

全
館

 
3
5
0
円

 
8
1
0
円

 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

コ
ー

ト
1
面

 

1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

コ
ー

ト
1

面
 

1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

コ
ー

ト
1
面

 

4
0
円

 
4
0
0
円

 

卓
球

2
階

全
面

 
1
3
0
円

 
4
0
0
円

 

剣
道

1
面

 
1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

柔
道

1
面

 
1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

浜
町
体
育

館
、
下

矢
部
西
部

体
育

館
、
下
矢

部
東
部

全
館

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

施
設
名

 
単

位
 

使
用

料
 

(1
時

間
当

た
り

) 

電
気

料
 

(1
時

間
当

た
り

) 

中
央
体
育

館
、
中

島
体
育
館

 

全
館

 
3
5
0
円

 
8
2
0
円

 

バ
レ
ー
ボ

ー
ル

コ
ー
ト

1
面

 

1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル
コ
ー

ト
1

面
 

1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

バ
ド
ミ
ン

ト
ン

コ
ー
ト

1
面

 

4
0
円

 
4
0
0
円

 

卓
球

2
階

全
面

 
1
3
0
円

 
4
0
0
円

 

剣
道

1
面

 
1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

柔
道

1
面

 
1
1
0
円

 
4
0
0
円

 

浜
町
体
育

館
、
下

矢
部
西
部

体
育

館
、
下
矢

部
東
部

全
館

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円
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体
育
館
、

中
島
南

部
体
育
館

、
中
島

東
部
体
育

館
、
中

島
西
部
体

育
館
、

白
糸
第
一

体
育

館
、
白
糸

第
二
体

育
館
、
白

糸
第
三

体
育
館
、

下
名
連

石
体
育
館

、
御
所

体
育
館

 
 

体
育
館
、

中
島
南

部
体
育
館

、
中
島

東
部
体
育

館
、
中

島
西
部
体

育
館
、

白
糸
第
一

体
育

館
、
白
糸

第
二
体

育
館
、
白

糸
第
三

体
育
館
、

下
名
連

石
体
育
館

、
御
所

体
育
館

 
 

(2
) 

体
育
活

動
以

外
を

目
的

と
し

て
利

用
す

る
場

合
 

(2
) 

体
育
活

動
以
外

を
目
的

と
し

て
利

用
す

る
場

合
 

ア
 
入
場

料
又

は
こ

れ
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

し
な
い
催

物
 

ア
 

入
場

料
又
は

こ
れ
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

し
な

い
催

物
 

区
分

 
使

用
料

(1
時

間
当

た
り

) 
電

気
代

(1
時

間
当
た

り
) 

営
利
又
は

宣
伝
を

目

的
と
し
な

い
催
物

 

7
2
0
円

 
8
1
0
円

 

営
利
又
は

宣
伝
を

目

的
と
す
る

催
物

 

1
,1

3
0
円

 

 

区
分

 
使

用
料

(1
時

間
当

た
り

) 
電

気
代

(1
時

間
当

た
り

) 

営
利
又
は

宣
伝
を

目

的
と
し
な

い
催
物

 

7
3
0
円

 
8
2
0
円

 

営
利
又
は

宣
伝
を

目

的
と
す
る

催
物

 

1
,1

5
0
円

 

 

イ
 
入
場

料
又

は
こ

れ
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

す
る
催
物

 
イ

 
入
場

料
又
は

こ
れ
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

す
る

催
物

 

区
分

 
使

用
料

(1
時

間
当

た
り

) 
電

気
代

(1
時

間
当
た

り
) 

営
利
又
は

宣
伝
を

目
的

と

し
な
い
催

物
 

2
,1

6
0
円

 
8
1
0
円

 

営
利
又
は

宣
伝
を

目
的

と

す
る
催
物

 

3
,3

9
0
円

 

 

区
分

 
使

用
料

(1
時

間
当

た
り

) 
電

気
代

(1
時

間
当

た
り

) 

営
利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

し
な
い
催

物
 

2
,2

0
0
円

 
8
2
0
円

 

営
利
又
は

宣
伝
を

目
的
と

す
る
催
物

 

3
,4

5
0
円

 

 

備
考

 
備

考
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ア
 

1
時

間
未

満
は

、
1
時

間
と

み
な

す
。

 
ア

 
1
時

間
未
満

は
、

1
時

間
と

み
な

す
。

 

イ
 
特
別

の
設

備
に

要
す

る
費

用
は

、
利

用
者

の
負
担
と

す
る
。

 
イ

 
特
別

の
設
備

に
要
す

る
費

用
は

、
利

用
者

の
負

担
と

す
る

。
 

ウ
 
会
場

準
備

の
た

め
の

使
用

料
は

、
同

額
の

使
用
料
を

徴
収
す

る
。

 
ウ

 
会
場

準
備
の

た
め
の

使
用

料
は

、
同

額
の

使
用

料
を

徴
収

す
る

。
 

エ
 
器
具

そ
の

他
設

備
の

た
め

の
外

部
か

ら
の

持
込
み
は

、
事
前

に
許
可

を
要

す
る
。

 

エ
 

器
具

そ
の
他

設
備
の

た
め

の
外

部
か

ら
の

持
込

み
は

、
事

前
に

許
可

を
要

す
る
。

 

オ
 
特
別

の
設

備
外

電
気

器
具

を
使

用
す

る
場
合

は
実
費

相
当
額

を
徴
収

す

る
。

 

オ
 

特
別

の
設
備

外
電
気

器
具

を
使

用
す

る
場

合
は

実
費

相
当

額
を

徴
収

す

る
。

 

カ
 
町
民

以
外

の
利

用
は

倍
額

と
す

る
。

 
カ

 
町
民

以
外
の

利
用
は

倍
額

と
す

る
。

 

キ
 
表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

キ
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

2
 

清
和

体
育
館

、
朝

日
西

部
体

育
館

、
木

原
谷

体
育

館
、
小
峰

体
育
館

、
朝

日
体
育

館
 

2
 

清
和

体
育
館

、
朝

日
西
部

体
育

館
、
木

原
谷

体
育

館
、
小

峰
体

育
館

、
朝

日
体

育

館
 

(1
) 

体
育
活

動
又

は
体

育
活

動
以

外
を

目
的

と
し

て
利
用

す
る
場

合
 

(1
) 

体
育
活

動
又

は
体
育
活

動
以

外
を

目
的

と
し

て
利

用
す

る
場

合
 

施
設

名
 

単
位

 入
場

料
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

し

な
い

場
合

 

入
場
料
に

類
す
る

も
の
を

徴
収
す

る
場
合

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

し
な

い
催

物
 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

す
る

催
物

 

営
利
又
は

宣
伝

を
目
的
と

し
な

い
催
物

 

営
利
又
は

宣
伝

を
目
的
と

す
る

催
物

 

1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 

清
和

体
育

館
 

全
面

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 
8
6
0
円

 
2
,5

9
0
円

 

半
面

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 

2
階

フ
ロ

ア
 

1
1
0
円

 
3
3
0
円

 
2
2
0
円

 
6
7
0
円

 

舞
台

 
1
1
0
円

 
3
3
0
円

 
2
2
0
円

 
6
7
0
円

 

施
設

名
 

単
位

 入
場
料
に

類
す
る

も
の

を
徴

収
し

な
い
場
合

 

入
場

料
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

す

る
場

合
 

営
利
又
は

宣
伝

を
目
的
と

し
な

い
催
物

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

す
る

催
物

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

し
な

い
催

物
 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

す
る

催
物

 

1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 

清
和

体
育

館
 

全
面

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 
8
7
0
円

 
2
,6

3
0
円

 

半
面

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 

2
階

フ
ロ

ア
 

1
1
0
円

 
3
3
0
円

 
2
2
0
円

 
6
8
0
円

 

舞
台

 
1
1
0
円

 
3
3
0
円

 
2
2
0
円

 
6
8
0
円
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朝
日

西
部

体
育

館
 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 

木
原

谷
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 

小
峰

体
育

館
 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 

朝
日

体
育

館
 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 

備
考

 
ア

 
1
時

間
未

満
は

、
1
時

間
と

み
な

す
。

 

イ
 
特

別
の

設
備

に
要

す
る

費
用

は
、
利

用
者
の

負
担
と

す
る
。

 

ウ
 
会

場
準

備
の

た
め

の
使

用
料

は
、
同

額
の
使

用
料
を

徴
収
す

る
。

 

エ
 
体

育
館

全
館

借
用

の
場

合
の

料
金
に

つ
い
て

は
、
体

育
館
全

面
の

料
金

を
徴

収
す

る
。

 

オ
 
器

具
そ

の
他

設
備

の
た

め
の

外
部
か

ら
の
持

込
み
は

、
事
前

に
許

可
を

要
す

る
。

 

カ
 
特

別
の

設
備

外
電

気
器

具
を

使
用
す

る
場
合

は
実
費

相
当
額

を
徴

収
す

る
。

 

キ
 

2
階

フ
ロ

ア
及

び
舞

台
に

つ
い

て
は

、
単
独

で
利
用

す
る
場

合
の
料

金
。

 

ク
 
町

民
以

外
の

利
用

は
倍

額
と

す
る
。

 

朝
日

西
部

体
育

館
 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 

木
原

谷
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 

小
峰

体
育

館
 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 

朝
日

体
育

館
 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 

備
考

 
ア

 
1
時

間
未
満

は
、

1
時

間
と

み
な

す
。

 

イ
 
特
別

の
設
備

に
要

す
る

費
用

は
、

利
用

者
の

負
担

と
す

る
。

 

ウ
 
会
場

準
備
の

た
め

の
使

用
料

は
、

同
額

の
使

用
料

を
徴

収
す

る
。

 

エ
 
体
育

館
全
館

借
用

の
場

合
の

料
金

に
つ

い
て

は
、

体
育

館
全

面
の

料
金
を
徴

収
す

る
。

 

オ
 
器
具

そ
の
他

設
備

の
た

め
の

外
部

か
ら

の
持

込
み

は
、

事
前

に
許

可
を
要
す

る
。

 

カ
 
特
別

の
設
備

外
電

気
器

具
を

使
用

す
る

場
合

は
実

費
相

当
額

を
徴

収
す
る
。

 

キ
 

2
階

フ
ロ
ア

及
び

舞
台

に
つ

い
て

は
、
単

独
で

利
用

す
る

場
合

の
料

金
。

 

ク
 
町
民

以
外
の

利
用

は
倍

額
と

す
る

。
 



 
1

0
 /
 4

4
 

 

ケ
 
表

の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

額
を
加

え
た
総

額
表
示

で
あ
る

。
 

 

ケ
 
表
の

金
額
は

、
消

費
税

相
当

額
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
 

 

3
 

蘇
陽

林
業
者

等
健

康
増

進
施

設
、
馬

見
原

体
育

館
、
長
崎
体

育
館
、
上

差
尾
体

育

館
、
二
瀬

本
体
育

館
、

橘
体

育
館

、
長

谷
体

育
館

、
東
竹

原
体
育

館
 

3
 

蘇
陽

林
業
者

等
健
康

増
進
施

設
、
馬

見
原

体
育

館
、
長

崎
体

育
館

、
上

差
尾

体
育

館
、
二
瀬

本
体
育

館
、
橘

体
育

館
、

長
谷

体
育

館
、

東
竹

原
体

育
館

 

(1
) 

体
育
活

動
又

は
体

育
活

動
以

外
を

目
的

と
し

て
利
用

す
る
場

合
 

(1
) 

体
育
活

動
又
は

体
育
活

動
以

外
を

目
的

と
し

て
利

用
す

る
場

合
 

施
設

名
 

単
位

 入
場

料
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

し

な
い

場
合

 

入
場
料
に

類
す
る

も
の
を

徴
収
す

る
場
合

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

し
な

い
催
物

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

す
る

催
物

 

営
利
又
は

宣
伝

を
目
的
と

し
な

い
催
物

 

営
利
又
は

宣
伝

を
目
的
と

す
る

催
物

 

1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 

蘇
陽

林
業

者
等

健
康

増
進

施
設

 

全
面

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 
6
5
0
円

 
1
,9

7
0
円

 

半
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

馬
見

原
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,2

9
0
円

 

半
面

 
1
0
0
円

 
3
2
0
円

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 

長
崎

体
育

館
 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

上
差

尾
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

施
設

名
 

単
位

 入
場
料
に

類
す
る

も
の

を
徴

収
し

な
い
場
合

 

入
場

料
に

類
す

る
も

の
を

徴
収

す

る
場

合
 

営
利
又
は

宣
伝

を
目
的
と

し
な

い
催
物

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

す
る

催
物

 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

し
な

い
催

物
 

営
利

又
は

宣
伝

を
目

的
と

す
る

催
物

 

1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 
1
時

間
当

た
り

 

蘇
陽

林
業

者
等

健
康

増
進

施
設

 

全
面

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 
6
6
0
円

 
2
,0

0
0
円

 

半
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

馬
見

原
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 
4
3
0
円

 
1
,3

1
0
円

 

半
面

 
1
0
0
円

 
3
2
0
円

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 

長
崎

体
育

館
 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 

上
差

尾
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 



 
1
1

 /
 4

4
 

 

二
瀬

本
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

橘
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

長
谷

体
育

館
 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

東
竹

原
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
8
0
円

 

備
考

 
ア

 
1
時

間
未

満
は

、
1
時

間
と

み
な

す
。

 

イ
 
特

別
の

設
備

に
要

す
る

費
用

は
、
利

用
者
の

負
担
と

す
る
。

 

ウ
 
会

場
準

備
の

た
め

の
使

用
料

は
、
同

額
の
使

用
料
を

徴
収
す

る
。

 

エ
 
器

具
そ

の
他

設
備

の
た

め
の

外
部
か

ら
の
持

込
み
は

、
事
前

に
許

可
を

要
す

る
。

 

オ
 
特

別
の

設
備

外
電

気
器

具
を

使
用
す

る
場

合
は
実
費

相
当
額

を
徴

収
す

る
。

 

カ
 
町

民
以

外
の

利
用

は
倍

額
と

す
る
。

 

キ
 
表

の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

額
を
加

え
た
総

額
表
示

で
あ
る

。
 

 

二
瀬

本
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 

橘
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 

長
谷

体
育

館
 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 

東
竹

原
体

育
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 
4
9
0
円

 
3
2
0
円

 
9
9
0
円

 

備
考

 
ア

 
1
時

間
未

満
は

、
1
時

間
と

み
な

す
。

 

イ
 
特
別

の
設
備

に
要

す
る

費
用

は
、

利
用

者
の

負
担

と
す

る
。

 

ウ
 
会
場

準
備
の

た
め

の
使

用
料

は
、

同
額

の
使

用
料

を
徴

収
す

る
。

 

エ
 
器
具

そ
の
他

設
備

の
た

め
の

外
部

か
ら

の
持

込
み

は
、

事
前

に
許

可
を
要
す

る
。

 

オ
 
特
別

の
設
備

外
電

気
器

具
を

使
用

す
る

場
合

は
実

費
相

当
額

を
徴

収
す
る
。

 

カ
 
町
民

以
外
の

利
用

は
倍

額
と

す
る

。
 

キ
 
表
の

金
額
は

、
消

費
税

相
当

額
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
 

 

 



 
1

2
 /
 4

4
 

 

山
都
町
営

グ
ラ
ウ

ン
ド

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

7
7
号

)新
旧

対
照
表

【
第

6
条
関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

2
(第

1
3
条

関
係

) 
別

表
第

2
(第

1
3
条

関
係

) 

1
 

中
央

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

御
岳

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

御
岳
第

2
グ
ラ
ウ

ン
ド
、

名
連
川

グ

ラ
ウ
ン
ド

使
用

料
 

1
 

中
央

グ
ラ
ウ

ン
ド
、

御
岳

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

御
岳

第
2
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
名

連
川

グ

ラ
ウ
ン
ド

使
用
料

 

区
分

 
5
時

か
ら

1
2
時

ま
で

 

1
2
時

か
ら

1

9
時

ま
で

 

1
9
時

か
ら

2

2
時

ま
で

 

電
気
料

(1
時

間
ま
で

) 

備
考

 

野
球

 
1
面

に
つ

き
 

2

3
0
円

 

4
5
0
円

 
1
3
0
円

 
8
1
0
円

 1
 

1
時

間
未
満

は
1
時
間

と

み
な
す
。

 

2
 

町
民

以
外

の
使
用
の

場

合
は
倍
額

と

す
る
。

 

ソ
フ
ト
ボ

ー
ル

 

1
面

に
つ

き
 

1

9
0
円

 

3
2
0
円

 
1
3
0
円

 
8
1
0
円

 

サ
ッ
カ
ー

 
1
面

に
つ

き
 

1

9
0
円

 

3
2
0
円

 
1
3
0
円

 
8
1
0
円

 

バ
レ
ー
ボ

ー
ル

 

1
面

に
つ

き
 

6

0
円

 

1
0
0
円

  
 

 
 

軟
式
庭
球

 
1
面

に
つ

き
 

6

0
円

 

1
0
0
円

  
 

 
 

そ
の
他
の

球
技

 

1
面

に
つ

き
 

1

3
0
円

 

1
9
0
円

 
1
3
0
円

 
8
1
0
円

 

第
1
グ
ラ

ウ

ン
ド

 

全
面

に
つ

き
 

1
,0

8
0
円

 

2
,1

6
0
円

 
1
3
0
円

 
8
1
0
円

 

第
2
グ
ラ

ウ

ン
ド

 

全
面

に
つ

き
 

4
5
0
円

 

5
1
0
円

  
 

 
 

 

区
分

 
5
時

か
ら

1
2
時

ま
で

 

1
2
時

か
ら

1

9
時

ま
で

 

1
9
時

か
ら

2

2
時

ま
で

 

電
気

料
(1
時

間
ま

で
) 

備
考

 

野
球

 
1
面

に
つ

き
 

2

3
0
円

 

4
5
0
円

 
1
3
0
円

 
8
2
0
円

 1
 

1
時

間
未

満

は
1
時

間
と

み
な

す
。

 

2
 

町
民

以
外

の
使

用
の

場

合
は

倍
額

と

す
る

。
 

ソ
フ
ト
ボ

ー
ル

 

1
面

に
つ

き
 

1

9
0
円

 

3
2
0
円

 
1
3
0
円

 
8
2
0
円

 

サ
ッ
カ
ー

 
1
面

に
つ

き
 

1

9
0
円

 

3
2
0
円

 
1
3
0
円

 
8
2
0
円

 

バ
レ
ー
ボ

ー
ル

 

1
面

に
つ

き
 

6

0
円

 

1
0
0
円

  
 

 
 

軟
式
庭
球

 
1
面

に
つ

き
 

6

0
円

 

1
0
0
円

  
 

 
 

そ
の
他
の

球
技

 

1
面

に
つ

き
 

1

3
0
円

 

1
9
0
円

 
1
3
0
円

 
8
2
0
円

 

第
1
グ
ラ

ウ

ン
ド

 

全
面
に
つ

き
 

1
,1

0
0
円

 

2
,2

0
0
円

 
1
3
0
円

 
8
2
0
円

 

第
2
グ
ラ

ウ

ン
ド

 

全
面
に
つ

き
 

4
5
0
円

 

5
1
0
円

  
 

 
 

 

2
 

清
和

グ
ラ
ウ

ン
ド

、
馬

見
原

グ
ラ

ウ
ン

ド
及

び
下
矢

部
西
部

グ
ラ
ウ

ン
ド
使

用
2
 

清
和

グ
ラ
ウ

ン
ド
、
馬
見

原
グ

ラ
ウ

ン
ド

及
び

下
矢

部
西

部
グ

ラ
ウ

ン
ド

使
用



 
1

3
 /
 4

4
 

 

料
(夜

間
照
明

の
み

) 
料

(夜
間
照
明

の
み

) 

区
分

 
1
時

間
当

た
り

 
備

考
 

清
和
グ
ラ

ウ
ン
ド

 

全
面

 

8
6
0
円

 1
 

1
時

間
未
満

は
、

1
時
間

と
み

な

す
。

 

2
 

町
民

以
外
の

使
用
の

場
合
は
、

倍
額
と
す

る
。

 

馬
見
原
グ

ラ
ウ
ン

ド
 

全
面

 

8
6
0
円

 

下
矢
部
西

部
グ
ラ

ウ
ン

ド
 

全
面

 

8
6
0
円

 

 

区
分

 
1
時

間
当

た
り

 
備

考
 

清
和
グ
ラ

ウ
ン
ド

 

全
面

 

8
7
0
円

 1
 

1
時

間
未

満
は

、
1
時

間
と

み
な

す
。

 

2
 

町
民

以
外

の
使

用
の

場
合

は
、

倍
額

と
す

る
。

 

馬
見
原
グ

ラ
ウ
ン

ド
 

全
面

 

8
7
0
円

 

下
矢
部
西

部
グ
ラ

ウ
ン

ド
 

全
面

 

8
7
0
円

 

 

注
 
表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

注
 
表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



1
4
/4

4
 

山
都
町
営

弓
道
場

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

7
8
号

)新
旧
対

照
表

【
第

7
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
4
条

関
係

) 
別

表
(第

4
条

関
係

) 

弓
道
場
使

用
料

 
弓

道
場
使

用
料

 

区
分

 
1
日

に
つ

き
 

1
箇

月
に

つ
き

 
備

考
 

学
生

 
生

徒
 

4
0
円

 
5
4
0
円

 町
民
以
外

の
使
用

は
、
倍

額
と
す
る

。
 

一
般

 
6
0
円

 
6
4
0
円

 
 

区
分

 
1
日

に
つ

き
 

1
箇

月
に

つ
き

 
備

考
 

学
生
 

生
徒

 
4
0
円

 
5
5
0
円

 町
民

以
外

の
使

用
は

、
倍

額
と

す
る

。
 

一
般

 
6
0
円

 
6
5
0
円

 
 

注
 
表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

注
 
表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



1
5
/4

4
 

山
都
町
立

学
校
体

育
施

設
の

開
放

に
関

す
る

条
例

(平
成

1
7
年
山

都
町
条

例
第

8
0
号

)新
旧

対
照

表
【
第

8
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
2
条

、
第

6
条

関
係

) 
別

表
(第

2
条

、
第

6
条
関
係

) 

施
設
名

 
種

目
 

単 位
 

使
用

料
(1
時

間

当
た

り
) 

電
気
料

(1
時

間
当
た
り

) 

備
考

 

潤
徳
小
学

校
体

育
館

 

全
館

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 1
 

1
時

間
未
満

は
、

1
時

間
と

み
な
す
。

 

2
 

蘇
陽

中
学

校
グ
ラ
ウ

ン

ド
の
使
用

料

に
つ
い
て

は
、
夜
間

照

明
を
使
う

と

き
の
み
徴

収

す
る
も
の

と

す
る
。

 

矢
部
小
学

校
体

育
館

 

バ
レ

ー
ボ

ー

ル
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ス

ケ
ッ

ト

ボ
ー

ル
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

卓
球

場
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ド

ミ
ン

ト

ン
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

柔
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

剣
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

全
館

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 

矢
部
中
学

校
体

育
館

 

バ
レ

ー
ボ

ー

ル
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ス

ケ
ッ

ト

ボ
ー

ル
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

卓
球

場
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ド

ミ
ン

ト

ン
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

施
設
名

 
種

目
 

単 位
 使

用
料

(1
時

間

当
た

り
) 

電
気

料
(1
時

間
当

た
り

) 

備
考

 

潤
徳
小
学

校
体

育
館

 

全
館

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 1
 

1
時

間
未

満

は
、

1
時

間
と

み
な

す
。

 

2
 

蘇
陽

中
学

校
グ

ラ
ウ

ン

ド
の

使
用

料

に
つ

い
て

は
、

夜
間

照

明
を

使
う

と

き
の

み
徴

収

す
る

も
の

と

す
る
。

 

矢
部
小
学

校
体

育
館

 

バ
レ
ー
ボ

ー

ル
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ス
ケ
ッ

ト

ボ
ー
ル

 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

卓
球
場

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ド
ミ
ン

ト

ン
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

柔
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

剣
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

全
館

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 

矢
部
中
学

校
体

育
館

 

バ
レ
ー
ボ

ー

ル
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ス
ケ
ッ

ト

ボ
ー
ル

 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

卓
球
場

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

バ
ド
ミ
ン

ト

ン
 

1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 



1
6
/4

4
 

柔
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

剣
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

全
館

 
2
1
0
円

 
6
4
0
円

 

矢
部
中
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
1
1
0
円

 
8
1
0
円

 

中
島
小
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
1
1
0
円

 
8
1
0
円

 

矢
部
小
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
1
1
0
円

 
8
1
0
円

 

清
和
中
学

校
体

育
館

 

全
面

 
3
2
0
円

 

清
和
小
学

校
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
中
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
8
6
0
円

 

蘇
陽
中
学

校
体

育
館

 

全
面

 
3
2
0
円

 

半
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
小
学

校
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
南
小

学
校

体
育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
中
学

校
武

道
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 

 

柔
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

剣
道

 
1
面

 
1
1
0
円

 
3
1
0
円

 

全
館

 
2
1
0
円

 
6
5
0
円

 

矢
部
中
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
1
1
0
円

 
8
2
0
円

 

中
島
小
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
1
1
0
円

 
8
2
0
円

 

矢
部
小
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
1
1
0
円

 
8
2
0
円

 

清
和
中
学

校
体

育
館

 

全
面

 
3
2
0
円

 

清
和
小
学

校
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
中
学

校
グ

ラ
ウ
ン
ド

 

全
面

 
8
7
0
円

 

蘇
陽
中
学

校
体

育
館

 

全
面

 
3
2
0
円

 

半
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
小
学

校
体

育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
南
小

学
校

体
育
館

 

全
面

 
2
1
0
円

 

蘇
陽
中
学

校
武

道
館

 

全
面

 
1
6
0
円

 

 

注
 
表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

注
 
表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



1
7
/4

4
 

山
都
町
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都
町

条
例

第
8
2
号

)新
旧
対

照
表

【
第

9
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

2
(第

8
条
関

係
) 

別
表
第

2
(第

8
条
関

係
) 

施
設
名

 
区

分
 

使
用
料

 
暖

房
費

 

菅
尾
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

 

全
室

(1
時

間
) 

1
,0

8
0
円

 
―

 

二
瀬
本
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ
ー

 

大
和

室
(1
時

間
) 

1
,0

8
0
円

 
3
2
0
円

 

小
和

室
(1
時

間
) 

2
1
0
円

 
1
6
0
円

 

調
理

・
実

習
室

(1
時

間
) 

5
4
0
円

 
―

 

全
室

利
用

(1
時

間
) 

1
,7

2
0
円

 
4
9
0
円

 
 

施
設
名

 
区

分
 

使
用

料
 

暖
房

費
 

菅
尾
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

 

全
室

(1
時

間
) 

1
,1

0
0
円

 
―

 

二
瀬
本
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ
ー

 

大
和

室
(1
時

間
) 

1
,1

0
0
円

 
3
2
0
円

 

小
和

室
(1
時

間
) 

2
1
0
円

 
1
6
0
円

 

調
理

・
実

習
室

(1
時

間
) 

5
5
0
円

 
―

 

全
室

利
用

(1
時

間
) 

1
,7

5
0
円

 
4
9
0
円

 
 

注
 
表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

注
 
表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



1
8
/4

4
 

山
都
町
地

域
福
祉

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
8
5
号

)新
旧
対

照
表

【
第

1
0
条
関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
1
1
条
関
係

) 
別

表
(第

1
1
条
関
係

) 

地
域
福
祉

セ
ン

タ
ー

使
用

料
 

地
域
福
祉

セ
ン
タ

ー
使
用

料
 

区
分

 
単

位
 

使
用
料

 

会
議
室

 
1
時

間
 

3
2
4
円

 

作
業
訓
練

室
 

1
時

間
 

5
4
0
円

 

教
育
介
護

研
修
室

 1
時

間
 

5
4
0
円

 

多
目
的
研

修
室

 
1
時

間
 

5
4
0
円

 

共
通
部
分

 
1
時

間
 

5
4
0
円

 

入
浴
料

 
1
回

 

(1
人

当
た

り
) 

2
1
6
円

 

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

会
議
室

 
1
時

間
 

3
3
0
円

 

作
業
訓
練

室
 

1
時

間
 

5
5
0
円

 

教
育
介
護

研
修
室

 1
時

間
 

5
5
0
円

 

多
目
的
研

修
室

 
1
時

間
 

5
5
0
円

 

共
通
部
分

 
1
時

間
 

5
5
0
円

 

入
浴
料

 
1
回

 

(1
人

当
た
り

) 

2
2
0
円

 

 

(注
) 

(注
) 

1
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た
総

額
表
示

で
あ
る

。
 

1
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

2
 

各
室

使
用

料
に

共
通

部
分

使
用

料
を

加
算

す
る
。

 
2
 

各
室

使
用
料

に
共
通

部
分

使
用

料
を

加
算

す
る

。
 

3
 

町
外

使
用

者
の

場
合

は
、

使
用

料
を

2
倍

と
す
る
。

 
3
 

町
外

使
用
者

の
場
合

は
、

使
用

料
を

2
倍

と
す

る
。

 

 



1
9
/4

4
 

山
都
町
高

齢
者
共

同
住

宅
条

例
(平

成
1
7
年

山
都

町
条
例
第

8
6
号

)新
旧
対
照

表
【
第

1
1
条

関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
5
条

関
係

) 
別

表
(第

5
条

関
係

) 

対
象

収
入

に
よ

る
階

層
区

分
 

入
居
料

(月
額

) 

A
 

1
,2

0
0
,0

0
0
円

以
下

 
0
円

 

B
 

1
,2

0
0
,0

0
1
円

～
1
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
,3

2
0
円

 

C
 

1
,3

0
0
,0

0
1
円

～
1
,4

0
0
,0

0
0
円

 
7
,5

6
0
円

 

D
 

1
,4

0
0
,0

0
1
円

～
1
,5

0
0
,0

0
0
円

 
1
0
,8

0
0
円

 

E
 

1
,5

0
0
,0

0
1
円

～
1
,6

0
0
,0

0
0
円

 
1
4
,0

4
0
円

 

F
 

1
,6

0
0
,0

0
1
円

～
1
,7

0
0
,0

0
0
円

 
1
7
,2

8
0
円

 

G
 

1
,7

0
0
,0

0
1
円

～
1
,8

0
0
,0

0
0
円

 
2
0
,5

2
0
円

 

H
 

1
,8

0
0
,0

0
1
円

～
1
,9

0
0
,0

0
0
円

 
2
3
,7

6
0
円

 

I 
1
,9

0
0
,0

0
1
円

～
2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
2
7
,0

0
0
円

 

J
 

2
,0

0
0
,0

0
1
円

以
上

 
3
2
,4

0
0
円

 
 

対
象
収
入

に
よ

る
階

層
区

分
 

入
居

料
(月

額
) 

A
 

1
,2

0
0
,0

0
0
円

以
下

 
0
円

 

B
 

1
,2

0
0
,0

0
1
円

～
1
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
,4

0
0
円

 

C
 

1
,3

0
0
,0

0
1
円

～
1
,4

0
0
,0

0
0
円

 
7
,7

0
0
円

 

D
 

1
,4

0
0
,0

0
1
円

～
1
,5

0
0
,0

0
0
円

 
1
1
,0

0
0
円

 

E
 

1
,5

0
0
,0

0
1
円

～
1
,6

0
0
,0

0
0
円

 
1
4
,3

0
0
円

 

F
 

1
,6

0
0
,0

0
1
円

～
1
,7

0
0
,0

0
0
円

 
1
7
,6

0
0
円

 

G
 

1
,7

0
0
,0

0
1
円

～
1
,8

0
0
,0

0
0
円

 
2
0
,9

0
0
円

 

H
 

1
,8

0
0
,0

0
1
円

～
1
,9

0
0
,0

0
0
円

 
2
4
,2

0
0
円

 

I 
1
,9

0
0
,0

0
1
円

～
2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
2
7
,5

0
0
円

 

J
 

2
,0

0
0
,0

0
1
円

以
上

 
3
3
,0

0
0
円

 
 

(注
)1
 
こ
の

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た
総

額
表
示

で
あ
る

。
 

(注
)1
 

こ
の

表
の
金

額
は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

(注
)2
 
こ
の

表
に

お
い

て
「

対
象

収
入

」
と

は
、
前
年

の
収
入

(社
会
通
念

上
収
入

と
し
て
認

定
す

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
も

の
を
除

く
。

)か
ら
、

租
税
、

社
会
保

険
料
、

医
療

費
等

の
必

要
経

費
を

控
除

し
た

後
の

収
入
を

い
う
。

 

(注
)2
 

こ
の

表
に
お

い
て
「

対
象

収
入

」
と

は
、
前

年
の

収
入

(社
会

通
念

上
収

入

と
し
て
認

定
す
る

こ
と
が

適
当

で
な

い
も

の
を

除
く

。
)か

ら
、

租
税

、
社

会
保

険
料
、
医

療
費
等

の
必
要

経
費

を
控

除
し

た
後

の
収

入
を

い
う

。
 

(注
)3
 
夫
婦

で
入

居
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
夫

婦
の
収

入
及
び

必
要
経

費
を
合

算
し
、
合

計
額

の
2
分

の
1
を

そ
れ

ぞ
れ

個
々

の
対

象
収
入

と
す
る

。
 

(注
)3
 

夫
婦

で
入
居

す
る
場

合
に

つ
い

て
は

、
夫

婦
の

収
入

及
び

必
要

経
費

を
合

算
し
、
合

計
額
の

2
分
の

1
を

そ
れ

ぞ
れ

個
々

の
対

象
収

入
と

す
る

。
 

 



2
0
/4

4
 

山
都
町
老

人
福
祉

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
9
3
号

)新
旧
対

照
表

【
第

1
2
条
関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

1
(第

1
2
条

関
係

) 
別

表
第

1
(第

1
2
条

関
係

) 

区
分

 
町

内
に

住
所

を
有

す
る

者
 

左
記
以

外
の
者

 

利
用
料

 
無

料
 

3
2
0
円

 
 

区
分

 
町

内
に

住
所

を
有

す
る

者
 

左
記

以
外

の
者

 

利
用
料

 
無

料
 

3
3
0
円

 
 

(注
) 

表
の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

分
を

加
え

た
総
額
表

示
で
あ

る
。

 
(注

) 
表
の
金

額
は
、

消
費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
 

別
表
第

2
(第

6
条
関

係
) 

別
表
第

2
(第

6
条
関

係
) 

対
象

収
入

に
よ

る
階

層
区

分
 

入
居
料

(月
額

) 

A
 

1
,2

0
0
,0

0
0
円

以
下

 
0
円

 

B
 

1
,2

0
0
,0

0
1
円

～
1
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
,3

2
0
円

 

C
 

1
,3

0
0
,0

0
1
円

～
1
,4

0
0
,0

0
0
円

 
7
,5

6
0
円

 

D
 

1
,4

0
0
,0

0
1
円

～
1
,5

0
0
,0

0
0
円

 
1
0
,8

0
0
円

 

E
 

1
,5

0
0
,0

0
1
円

～
1
,6

0
0
,0

0
0
円

 
1
4
,0

4
0
円

 

F
 

1
,6

0
0
,0

0
1
円

～
1
,7

0
0
,0

0
0
円

 
1
7
,2

8
0
円

 

G
 

1
,7

0
0
,0

0
1
円

～
1
,8

0
0
,0

0
0
円

 
2
0
,5

2
0
円

 

H
 

1
,8

0
0
,0

0
1
円

～
1
,9

0
0
,0

0
0
円

 
2
3
,7

6
0
円

 

I 
1
,9

0
0
,0

0
1
円

～
2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
2
7
,0

0
0
円

 

J
 

2
,0

0
0
,0

0
1
円

以
上

 
3
2
,4

0
0
円

 
 

対
象
収
入

に
よ

る
階

層
区

分
 

入
居

料
(月

額
) 

A
 

1
,2

0
0
,0

0
0
円

以
下

 
0
円

 

B
 

1
,2

0
0
,0

0
1
円

～
1
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
,4

0
0
円

 

C
 

1
,3

0
0
,0

0
1
円

～
1
,4

0
0
,0

0
0
円

 
7
,7

0
0
円

 

D
 

1
,4

0
0
,0

0
1
円

～
1
,5

0
0
,0

0
0
円

 
1
1
,0

0
0
円

 

E
 

1
,5

0
0
,0

0
1
円

～
1
,6

0
0
,0

0
0
円

 
1
4
,3

0
0
円

 

F
 

1
,6

0
0
,0

0
1
円

～
1
,7

0
0
,0

0
0
円

 
1
7
,6

0
0
円

 

G
 

1
,7

0
0
,0

0
1
円

～
1
,8

0
0
,0

0
0
円

 
2
0
,9

0
0
円

 

H
 

1
,8

0
0
,0

0
1
円

～
1
,9

0
0
,0

0
0
円

 
2
4
,2

0
0
円

 

I 
1
,9

0
0
,0

0
1
円

～
2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
2
7
,5

0
0
円

 

J
 

2
,0

0
0
,0

0
1
円

以
上

 
3
3
,0

0
0
円

 
 

(注
) 

(注
) 

1
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

1
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

2
 

こ
の

表
に

お
け

る
「

対
象

収
入

」
と

は
、
前

年
の
収
入

(社
会

通
念
上

収
入
と

し
て
認
定

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

も
の

を
除
く

。
)か

ら
、
租

税
、
社

会
保

険
料
、
医

療
費

等
の

必
要

経
費

を
控

除
し

た
後
の

収
入
を

い
う
。

 

2
 

こ
の

表
に
お

け
る
「
対

象
収

入
」
と

は
、
前

年
の

収
入

(社
会

通
念

上
収

入
と

し
て
認
定

す
る
こ

と
が
適

当
で

な
い

も
の

を
除

く
。

)か
ら

、
租

税
、

社
会

保

険
料
、
医

療
費
等

の
必

要
経

費
を

控
除

し
た

後
の

収
入

を
い

う
。

 



2
1
/4

4
 

3
 

夫
婦

で
入

居
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
夫

婦
の
収
入

及
び
必

要
経
費

を
合
算

し
、
合
計

額
の

2
分

の
1
を

そ
れ

ぞ
れ

個
々

の
対
象

収
入
と

す
る
。

 

3
 

夫
婦

で
入
居

す
る
場

合
に

つ
い

て
は

、
夫

婦
の

収
入

及
び

必
要

経
費

を
合

算

し
、
合
計

額
の

2
分
の

1
を

そ
れ

ぞ
れ

個
々

の
対

象
収

入
と

す
る

。
 

 



2
2
/4

4
 

山
都
町
生

活
支
援

ハ
ウ

ス
条

例
(平

成
1
7
年

山
都

町
条
例
第

9
4
号

)新
旧
対
照

表
【
第

1
3
条

関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

1
(第

1
2
条

関
係

) 
別

表
第

1
(第

1
2
条

関
係

) 

事
業
名

 
サ

ー
ビ

ス
内

容
 

利
用
単
位

 
利

用
料

 

居
住
部
門

事
業

 
居

住
設

備
使

用
料

(1
人

部
屋

) 
1
箇

月
 

3
,2

4
0
円

 

居
住

設
備

使
用

料
(2
人

部
屋

) 
1
箇

月
 

5
,4

0
0
円

 

一
般
開
放

 
入

浴
サ

ー
ビ

ス
(町

内
者

) 
1
回

 
2
1
0
円

 

入
浴

サ
ー

ビ
ス

(町
外

者
) 

1
回

 
3
2
0
円

 

訓
練

機
器

サ
ー

ビ
ス

 
1
回

 
1
0
0
円

 
 

事
業
名

 
サ

ー
ビ

ス
内

容
 

利
用

単
位

 
利

用
料

 

居
住
部
門

事
業

 
居

住
設
備

使
用

料
(1
人

部
屋

) 
1
箇

月
 

3
,3

0
0
円

 

居
住
設
備

使
用

料
(2
人

部
屋

) 
1
箇

月
 

5
,5

0
0
円

 

一
般
開
放

 
入

浴
サ
ー

ビ
ス

(町
内

者
) 

1
回

 
2
1
0
円

 

入
浴
サ
ー

ビ
ス

(町
外

者
) 

1
回

 
3
2
0
円

 

訓
練
機
器

サ
ー

ビ
ス

 
1
回

 
1
0
0
円

 
 

(1
) 

居
住
部

門
事

業
で

、
居

住
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
月
の

途
中
で

開
始
し

、
又
は

中
止
し
た

場
合

は
、

そ
の

月
の

利
用

期
間

が
1
5
日
を
超

え
な
い
と

き
は
、

そ
の

月
の
利
用

料
等

の
額

は
、

2
分

の
1
の

額
と

す
る

。
 

(1
) 

居
住
部

門
事
業

で
、
居

住
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
月

の
途

中
で

開
始

し
、

又
は

中
止
し
た

場
合
は

、
そ
の

月
の

利
用

期
間

が
1
5
日

を
超

え
な

い
と

き
は

、
そ

の

月
の
利
用

料
等
の

額
は
、

2
分

の
1
の

額
と

す
る

。
 

(2
) 

居
住
部

門
事

業
に

つ
い

て
は

、
利

用
料

と
は

別
に
、

収
入
に

応
じ
て

次
の
居

住
部
門
利

用
者

負
担

基
準

に
よ

り
、

入
居

料
を
徴

収
す
る

。
 

(2
) 

居
住
部

門
事
業

に
つ
い

て
は

、
利

用
料

と
は

別
に

、
収

入
に

応
じ

て
次

の
居

住
部
門
利

用
者
負

担
基
準

に
よ

り
、

入
居

料
を

徴
収

す
る

。
 

(3
) 

表
の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表
示

で
あ
る

。
 

(3
) 

表
の
金

額
は
、

消
費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
 

別
表
第

2
(第

1
2
条

関
係

) 
別

表
第

2
(第

1
2
条

関
係

) 

対
象

収
入

に
よ

る
階

層
区

分
 

入
居
料

(月
額

) 

A
 

1
,2

0
0
,0

0
0
円

以
下

 
0
円

 

B
 

1
,2

0
0
,0

0
1
円

～
1
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
,3

2
0
円

 

C
 

1
,3

0
0
,0

0
1
円

～
1
,4

0
0
,0

0
0
円

 
7
,5

6
0
円

 

D
 

1
,4

0
0
,0

0
1
円

～
1
,5

0
0
,0

0
0
円

 
1
0
,8

0
0
円

 

E
 

1
,5

0
0
,0

0
1
円

～
1
,6

0
0
,0

0
0
円

 
1
4
,0

4
0
円

 

F
 

1
,6

0
0
,0

0
1
円

～
1
,7

0
0
,0

0
0
円

 
1
7
,2

8
0
円

 

対
象
収
入

に
よ

る
階

層
区

分
 

入
居

料
(月

額
) 

A
 

1
,2

0
0
,0

0
0
円

以
下

 
0
円

 

B
 

1
,2

0
0
,0

0
1
円

～
1
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
,4

0
0
円

 

C
 

1
,3

0
0
,0

0
1
円

～
1
,4

0
0
,0

0
0
円

 
7
,7

0
0
円

 

D
 

1
,4

0
0
,0

0
1
円

～
1
,5

0
0
,0

0
0
円

 
1
1
,0

0
0
円

 

E
 

1
,5

0
0
,0

0
1
円

～
1
,6

0
0
,0

0
0
円

 
1
4
,3

0
0
円

 

F
 

1
,6

0
0
,0

0
1
円

～
1
,7

0
0
,0

0
0
円

 
1
7
,6

0
0
円

 



2
3
/4

4
 

G
 

1
,7

0
0
,0

0
1
円

～
1
,8

0
0
,0

0
0
円

 
2
0
,5

2
0
円

 

H
 

1
,8

0
0
,0

0
1
円

～
1
,9

0
0
,0

0
0
円

 
2
3
,7

6
0
円

 

I 
1
,9

0
0
,0

0
1
円

～
2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
2
7
,0

0
0
円

 

J
 

2
,0

0
0
,0

0
1
円

～
2
,1

0
0
,0

0
0
円

 
3
2
,4

0
0
円

 

K
 

2
,1

0
0
,0

0
1
円

～
2
,2

0
0
,0

0
0
円

 
3
7
,8

0
0
円

 

L
 

2
,2

0
0
,0

0
1
円

～
2
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
3
,2

0
0
円

 

M
 

2
,3

0
0
,0

0
1
円

～
2
,4

0
0
,0

0
0
円

 
4
8
,6

0
0
円

 

N
 

2
,4

0
0
,0

0
1
円

以
上

 
5
4
,0

0
0
円

 
 

G
 

1
,7

0
0
,0

0
1
円

～
1
,8

0
0
,0

0
0
円

 
2
0
,9

0
0
円

 

H
 

1
,8

0
0
,0

0
1
円

～
1
,9

0
0
,0

0
0
円

 
2
4
,2

0
0
円

 

I 
1
,9

0
0
,0

0
1
円

～
2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
2
7
,5

0
0
円

 

J
 

2
,0

0
0
,0

0
1
円

～
2
,1

0
0
,0

0
0
円

 
3
3
,0

0
0
円

 

K
 

2
,1

0
0
,0

0
1
円

～
2
,2

0
0
,0

0
0
円

 
3
8
,5

0
0
円

 

L
 

2
,2

0
0
,0

0
1
円

～
2
,3

0
0
,0

0
0
円

 
4
4
,0

0
0
円

 

M
 

2
,3

0
0
,0

0
1
円

～
2
,4

0
0
,0

0
0
円

 
4
9
,5

0
0
円

 

N
 

2
,4

0
0
,0

0
1
円

以
上

 
5
5
,0

0
0
円

 
 

(1
) 

光
熱
水

費
の

実
費

 
(1

) 
光
熱
水

費
の
実

費
 

居
住
部
門

の
利

用
に

伴
う

光
熱

水
費

の
実

費
に
つ

い
て
は

、
利
用

者
が
負

担

す
る
も
の

と
す

る
。

 

居
住
部
門

の
利
用

に
伴
う

光
熱

水
費

の
実

費
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

が
負

担

す
る
も
の

と
す
る

。
 

(2
) 

表
の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表
示

で
あ
る

。
 

(2
) 

表
の
金

額
は
、

消
費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
 

 



2
4
/4

4
 

山
都
町
高

齢
者
憩

い
の

家
条

例
(平

成
1
7
年

山
都

町
条
例
第

9
5
号

)新
旧
対
照

表
【
第

1
4
条

関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
8
条

関
係

) 
別

表
(第

8
条

関
係

) 

使
用
時

間
 

利
用

料
 

摘
要

 

3
時

間
以

内
 

1
,0

8
0
円

 施
設

備
品

の
使
用

料
を
含

む
。

 

3
時

間
以

上
5
時

間
未

満
 

2
,1

6
0
円

 

5
時

間
以

上
8
時

間
未

満
 

2
,7

0
0
円

 

午
後

6
時

か
ら
午

後
1
0
時

ま
で

 

(夜
間

利
用

) 

3
,2

4
0
円

 

冷
暖
房
利

用
料

 
1
0
0
円

  
 

 

使
用
時
間

 
利

用
料

 
摘

要
 

3
時

間
以

内
 

1
,1

0
0
円

 施
設

備
品

の
使

用
料

を
含

む
。

 

3
時

間
以

上
5
時

間
未
満

 
2
,2

0
0
円

 

5
時

間
以

上
8
時

間
未
満

 
2
,7

5
0
円

 

午
後

6
時

か
ら
午

後
1
0
時
ま
で

 

(夜
間

利
用

) 

3
,3

0
0
円

 

冷
暖
房
利

用
料

 
1
0
0
円

  
 

 

備
考

 
備

考
 

1
 

1
時

間
単

位
の

利
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い
と

き
は
、

1
時
間

と
み
な

す
。

 

1
 

1
時

間
単
位

の
利
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い

と
き

は
、

1
時

間
と

み
な

す
。

 

2
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

2
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



2
5
/4

4
 

山
都
町
介

護
予
防

拠
点

施
設

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
9
7
号

)新
旧
対

照
表

【
第

1
5
条
関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

2
(第

1
2
条

関
係

) 
別

表
第

2
(第

1
2
条

関
係

) 

 
 

居
室

使
用

料
金

 
備

考
 

 
 

冷
暖

房
使

用
時

 

多
目
的
ホ

ー
ル

 
4
3
0
円

 
6
4
0
円

 1
 

利
用

料
金
の

額
は
、

1
時
間
当

た

り
の
額
と

す
る
。

 

2
 

利
用

時
間
は

、
1
時

間
未
満
は

切

り
上
げ
る

も
の
と

す
る
。

 

3
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相
当

分

を
加
え
た

総
額
表

示
で
あ

る
。

 

会
議
室

(和
室

) 
3
2
0
円

 
5
4
0
円

 

 

 
 

居
室
使
用

料
金

 
備

考
 

 
 

冷
暖

房
使

用
時

 

多
目
的
ホ

ー
ル

 
4
4
0
円

 
6
6
0
円

 1
 

利
用

料
金

の
額

は
、

1
時

間
当

た

り
の

額
と

す
る

。
 

2
 

利
用

時
間

は
、

1
時

間
未

満
は

切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

 

3
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

会
議
室

(和
室

) 
3
3
0
円

 
5
5
0
円

 

 

別
表
第

3
(第

1
2
条

関
係

) 
別

表
第

3
(第

1
2
条

関
係

) 

区
分

 
使

用
料

 
備

考
 

大
広
間

 
1
,0

8
0
円

 1
 

利
用

料
金
の

額
は
、

1
時
間
当

た
り
の
額

と
す
る

。
 

2
 

利
用

時
間
は
、

1
時
間

未
満
は

切
り
上
げ

る
も
の

と
す
る

。
 

3
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相
当

分
を
加
え

た
総
額

表
示
で

あ

る
。

 

会
議
室

 
1
0
0
円

 

調
理
実
習

室
 

5
4
0
円

 

 

区
分

 
使

用
料

 
備

考
 

大
広
間

 
1
,1

0
0
円

 1
 

利
用

料
金

の
額

は
、

1
時

間
当

た
り

の
額

と
す

る
。

 

2
 

利
用

時
間

は
、

1
時

間
未

満
は

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

3
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当

分
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ

る
。

 

会
議
室

 
1
1
0
円

 

調
理
実
習

室
 

5
5
0
円

 

 

 



2
6
/4

4
 

山
都
町
人

権
セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

9
9
号

)新
旧

対
照
表

【
第

1
6
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
5
条

関
係

) 
別

表
(第

5
条

関
係

) 

区
分

 
夏

季
 

冬
季

 

午
前

 
午

後
 

夜
間

 
終

日
 

午
前

 
午

後
 

夜
間

 
終

日
 

大
室

 
2
0
0
円

 
2
0
0
円

 
2
8
0
円

 
5
2
0
円

 
2
6
0
円

 
2
6
0
円

 
3
5
0
円

 
7
8
0
円

 

小
室

 
1
5
0
円

 
1
5
0
円

 
2
2
0
円

 
4
2
0
円

 
2
1
0
円

 
2
1
0
円

 
2
8
0
円

 
6
2
0
円

 
 

区
分

 
夏

季
 

冬
季

 

午
前

 
午

後
 

夜
間

 
終

日
 

午
前

 
午

後
 

夜
間

 
終

日
 

大
室

 
2
0
4
円

 
2
0
4
円

 
2
8
6
円

 
5
3
0
円

 
2
6
5
円

 
2
6
5
円

 
3
5
6
円

 
7
9
5
円

 

小
室

 
1
5
2
円

 
1
5
2
円

 
2
2
4
円

 
4
2
7
円

 
2
1
4
円

 
2
1
4
円

 
2
8
6
円

 
6
3
2
円

 
 

備
考

 
備

考
 

1
 

こ
の

表
に

お
い

て
「

冬
季

」
と

は
、

1
月

、
2
月
、

3
月
、

1
1
月

及
び

1
2
月

の

5
箇

月
を

い
う

。
 

1
 

こ
の

表
に
お

い
て
「

冬
季

」
と

は
、

1
月

、
2
月

、
3
月

、
1
1
月

及
び

1
2
月

の

5
箇

月
を

い
う
。

 

2
 

冬
季

に
お

い
て

も
、

暖
房

を
使

用
し

な
い

と
き
は
、

夏
季
料

金
と
す

る
。

 
2
 

冬
季

に
お
い

て
も
、

暖
房

を
使

用
し

な
い

と
き

は
、

夏
季

料
金

と
す

る
。

 

3
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

3
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



 

2
7
/4

4
 

山
都
町
保

健
福
祉

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
1
0
2
号

)新
旧

対
照
表

【
第

1
7
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表
第

2
(第

7
条
関

係
) 

別
表
第

2
(第

7
条
関

係
) 

利
用
区

分
 

使
用

料
 

備
考

 

 
冷

暖
房

を
使

用
す

る
場

合
 

保
健

セ
ン

タ
ー

 

相
談
室

 
2
5
7
円

 
6
2
7
円

 使
用
料
は

、
1
時

間
当
た

り

の
使
用
料

と
す
る

。
た
だ

し
、

1
時

間
未
満

の
端
数

が

あ
る
と
き

は
、
切
り

上
げ
る

も
の
と
す

る
。

 

会
議
・
視

聴
覚

室
 

2
5
7
円

 
6
2
7
円

 

器
具

利
用

1
台

に
つ

き
 

6
1
7
円

 

研
修
室

 
2
5
7
円

 
6
2
7
円

 

生
活
指
導

室
 

3
0
8
円

 
6
7
8
円

 

栄
養
指
導

室
 

4
1
0
円

 
1
,0

2
8
円

 

調
理

台
利

用
1
台

に
つ
き

 
1
2
0
円

 

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

多
目
的
ホ

ー
ル

 
6
1
7
円

 
1
,2

3
4
円

 福
祉
セ
ン

タ
ー
の

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
室
・
研
修
室

を
別
箇

に
利
用
す

る
と
き

は
、
左
の

料
金
の
半

額
を
料

金
と
す

る
。

 

教
養
・
娯

楽
室

 
3
0
8
円

 
6
7
8
円

 

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

室
・

研
修
室

 

4
1
0
円

 
1
,0

2
8
円

 

相
談
室

 
2
5
7
円

 
6
2
7
円

 

ゲ
ー
ト
ボ

ー
ル

施
設

 
5
0
円

 

た
だ

し
、
セ

ン
タ

ー
を

利
用

す
る

 
セ

ン
タ
ー

利
用
者

以
外
の

者
が
、
ゲ
ー

ト
ボ
ー

ル
施
設

を
利
用
で

き
る
と

き
は
、
セ

ン
タ
ー
利

用
者
が

利
用
し

利
用
区
分

 
使

用
料

 
備

考
 

 
冷

暖
房

を
使

用
す

る
場

合
 

保
健

セ
ン

タ
ー

 

相
談
室

 
2
6
0
円

 
6
4
0
円

 使
用

料
は

、
1
時

間
当

た
り

の
使

用
料

と
す

る
。

た
だ

し
、

1
時

間
未

満
の

端
数

が

あ
る

と
き

は
、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

 

会
議
・
視

聴
覚
室

 
2
6
0
円

 
6
4
0
円

 

器
具

利
用

1
台

に
つ

き
 

6
3
0
円

 

研
修
室

 
2
6
0
円

 
6
4
0
円

 

生
活
指
導

室
 

3
1
0
円

 
6
9
0
円

 

栄
養
指
導

室
 

4
2
0
円

 
1
,0

5
0
円

 

調
理

台
利

用
1
台

に
つ

き

 
1
2
0
円

 

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

多
目
的
ホ

ー
ル

 
6
3
0
円

 
1
,2

6
0
円

 福
祉

セ
ン

タ
ー

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
室
・
研

修
室

を
別

箇

に
利

用
す

る
と

き
は

、
左

の

料
金

の
半

額
を

料
金

と
す

る
。

 

教
養
・
娯

楽
室

 
3
1
0
円

 
6
9
0
円

 

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
室

・

研
修
室

 

4
2
0
円

 
1
,0

5
0
円

 

相
談
室

 
2
6
0
円

 
6
4
0
円

 

ゲ
ー
ト
ボ

ー
ル
施

設
 

5
0
円

 

た
だ

し
、
セ

ン
タ

ー
を

利
用

す
る

 
セ

ン
タ

ー
利

用
者

以
外

の

者
が

、
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
施

設

を
利

用
で

き
る

と
き

は
、
セ

ン
タ

ー
利

用
者

が
利

用
し



 

2
8
/4

4
 

場
合

は
、
無

料
 

な
い
と
き

に
限
る

も
の
と

し
、
使
用

料
は
、

1
コ
ー

ト

に
つ
き

1
時
間
当

た
り
の

使

用
料
と
す

る
。

 

備
考

 
使

用
料
に

は
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

を
含
む

。
 

 

場
合

は
、
無

料
 

な
い

と
き

に
限

る
も

の
と

し
、

使
用

料
は

、
1
コ

ー
ト

に
つ

き
1
時

間
当

た
り

の
使

用
料

と
す

る
。

 

備
考

 
使

用
料
に

は
、
消

費
税
及

び
地

方
消

費
税

を
含

む
。

 
 

別
表
第

3
(第

7
条
関

係
) 

別
表
第

3
(第

7
条
関

係
) 

清
和
保
健

セ
ン

タ
ー

使
用

料
 

清
和
保
健

セ
ン
タ

ー
使
用

料
 

利
用

区
分

 
使

用
料

 
備

考
 

 
 

冷
暖
房
を

使
用

す
る
場
合

 

保
健

セ
ン

タ
ー

 

相
談
室

 
2
5
7
円

 
6
2
7
円

  
 

会
議
室
・

機
能

訓
練

室
 

4
1
0
円

 
1
,0

2
8
円

 

栄
養
指
導

実
習

室
 

4
1
0
円

 
1
,0

2
8
円

 

調
理

台
利

用
1
台

に
つ
き

 
1
2
0

円
 

 

利
用
区
分

 
使

用
料

 
備

考
 

 
 

冷
暖

房
を

使
用

す
る

場
合

 

保
健

セ
ン

タ
ー

 

相
談
室

 
2
6
0
円

 
6
4
0
円

  
 

会
議
室
・

機
能
訓

練
室

 
4
2
0
円

 
1
,0

5
0
円

 

栄
養
指
導

実
習
室

 
4
2
0
円

 
1
,0

5
0
円

 

調
理

台
利

用
1
台

に
つ

き
 

1
2
0

円
 

 

(注
) 

(注
) 

1
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

1
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

2
 

使
用

料
は

、
1
時

間
当

た
り

の
使

用
料

と
す
る
。
た
だ
し
、

1
時

間
未

満
の
端

数
が
あ
る

と
き

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る
。

 

2
 

使
用

料
は
、

1
時
間
当

た
り

の
使

用
料

と
す

る
。
た

だ
し

、
1
時

間
未

満
の

端

数
が
あ
る

と
き
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

蘇
陽
保
健

セ
ン

タ
ー

使
用

料
 

蘇
陽
保
健

セ
ン
タ

ー
使
用

料
 

区
分

 
単

位
 

使
用
料

 

会
議
室

 
時

間
 

6
4
8
円

(半
室

3
2
4
円

) 

運
動
訓
練

室
 

時
間

 
5
4
0
円

 

調
理
実
習

室
 

時
間

 
5
4
0
円

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

会
議
室

 
時

間
 

6
6
0
円

(半
室

3
3
0
円

) 

運
動
訓
練

室
 

時
間

 
5
5
0
円

 

調
理
実
習

室
 

時
間

 
5
5
0
円

 



 

2
9
/4

4
 

生
活
栄
養

指
導
室

 
時

間
 

5
4
0
円

 

共
通
部
分

 
時

間
 

5
4
0
円

 
 

生
活
栄
養

指
導
室

 
時

間
 

5
5
0
円

 

共
通
部
分

 
時

間
 

5
5
0
円

 
 

(注
) 

(注
) 

1
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

1
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

2
 

各
室

使
用

料
に

共
通

部
分

を
加

算
す

る
。

 
2
 

各
室

使
用
料

に
共
通

部
分

を
加

算
す

る
。

 

3
 

町
外

利
用

者
の

場
合

は
、

使
用

料
を

2
倍

と
す
る
。

 
3
 

町
外

利
用
者

の
場
合

は
、

使
用

料
を

2
倍

と
す

る
。

 

4
 

使
用

料
は

、
1
時

間
当

た
り

の
使

用
料

と
す
る
。
た
だ
し
、

1
時

間
未

満
の
端

数
が
あ
る

と
き

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る
。

 

4
 

使
用

料
は
、

1
時
間
当

た
り

の
使

用
料

と
す

る
。
た

だ
し

、
1
時

間
未

満
の

端

数
が
あ
る

と
き
は

、
切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

 



3
0
/4

4
 

山
都
町
廃

棄
物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

条
例

(平
成

1
7
年
山

都
町
条

例
第

1
0
4
号

)新
旧
対
照

表
【
第

1
8
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(一
般

廃
棄
物

の
処

理
手

数
料

) 

第
9
条

 
町
が
行

う
一

般
廃

棄
物

の
収

集
、
運

搬
及
び

処
分
に
つ

い
て
は

、
手

数
料
を

徴
収
す
る

。
 

2
 

手
数

料
の
額

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(1
) 

ご
み
 

 
（

略
）

 

 (2
) 

し
尿
 

1
リ

ッ
ト

ル
に

つ
き

1
0
.8
円

(消
費

税
相
当

額
を
含
む

。
)。

た
だ

し
、

処
理
量
に

乗
じ

て
得

た
額

に
1
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た

と
き
は

、
そ
の

端
数
を

四
捨
五
入

し
て

得
た

額
と

す
る

。
 

(一
般

廃
棄
物

の
処
理

手
数

料
) 

第
9
条
 

町
が
行

う
一
般

廃
棄

物
の

収
集

、
運

搬
及

び
処

分
に

つ
い

て
は

、
手

数
料

を

徴
収
す
る

。
 

2
 

手
数

料
の
額

は
、
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

(1
) 

ご
み

 
 

（
略

）
 

 (2
) 

し
尿

 
1
リ
ッ

ト
ル
に

つ
き

1
1
.0
円

(消
費

税
相

当
額

を
含

む
。

)。
た

だ
し

、

処
理
量

に
乗
じ
て

得
た
額

に
1
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
端

数
を

四
捨
五
入

し
て
得

た
額
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



3
1
/4

4
 

山
都
町
二

瀬
本
ふ

れ
あ

い
館

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
1
1
2
号

)新
旧

対
照
表

【
第

1
9
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(使
用

料
) 

(使
用

料
) 

第
1
4
条

 
利
用

者
は

、
利

用
の

許
可

を
受

け
た

と
き
は
、
別
表
に

定
め
る

使
用
料

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
納

付
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
1
4
条

 
利
用

者
は
、

利
用
の
許

可
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
使

用
料

の
上

限
と

し

て
別
表
で

定
め
る

額
以
下

で
町

長
が

指
定

す
る

額
を

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

別
表

(第
1
4
条
関
係

) 

区
分

 
単

位
 

使
用
料

 

農
産
加
工

室
 

1
日

 
3
2
4
円

 

多
目
的
機

能
室

 
1
日

 
2
1
6
円

 

洗
濯
室

 
1
行

程
 

7
5
6
円

 

L
P
ガ

ス
 

立
方

メ
ー

ト
ル

 
4
3
2
円

 

(注
) 1
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

2
 

灯
油

に
つ

い
て

は
実

費
と

す
る

。
 

別
表

(第
1
4
条
関
係

) 

(注
) 
表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
(上

限
額

) 

農
産
加
工

室
 

  

味
噌
づ
く

り
 

1
日

 
1
,2

1
0
円

 

味
噌
づ
く

り
以
外

 
1
日

 
5
5
0
円

 

ボ
イ
ラ
ー

 
1
日

 
1
,0

0
0
円

 

洗
濯
室

 
洗

濯
機

 
1
回

 
7
7
0
円

 

乾
燥
機

 
1
回

 
5
5
円

 

L
P
ガ

ス
 

0
.1
立

方
メ

ー
ト

ル
 

7
5
円

 

 



3
2
/4

4
 

山
都
町
蘇

陽
営
農

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
1
1
3
号

)新
旧

対
照
表

【
第

2
0
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
1
4
条
関
係

) 
別

表
(第

1
4
条
関
係

) 

区
分

 
単

位
 

使
用
料

 

大
研
修
室

 
時

間
 

4
,3

2
0
円

 

和
室
研
修

室
 

時
間

 
4
3
2
円

 

土
地
利
用

調
整
室

 
時

間
 

6
4
8
円

 

パ
ソ
コ
ン

学
習
室

 
時

間
 

5
4
0
円

 
 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

大
研
修
室

 
時

間
 

4
,4

0
0
円

 

和
室
研
修

室
 

時
間

 
4
4
0
円

 

土
地
利
用

調
整
室

 
時

間
 

6
6
0
円

 

パ
ソ
コ
ン

学
習
室

 
時

間
 

5
5
0
円

 
 

(注
) 

(注
) 

1
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

1
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
分

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

2
 

町
外

使
用

者
の

場
合

は
、

使
用

料
を

2
倍

と
す
る
。

 
2
 

町
外

使
用
者

の
場
合

は
、

使
用

料
を

2
倍

と
す

る
。

 

 



3
3
/4

4
 

山
都
町
二

瀬
本
研

修
セ

ン
タ

ー
条

例
(平

成
1
7
年

山
都

町
条

例
第

1
1
4
号

)新
旧
対

照
表

【
第

2
1
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
1
4
条
関
係

) 
別

表
(第

1
4
条
関
係

) 

利
用
人
員

 
使

用
料

(午
前

8
時

か
ら
午

後
5
時

ま
で

) 

使
用
料

(午
後

5
時
以

降
) 

5
0
人

ま
で

 
1
,2

9
6
円

 
1
,6

2
0
円

 

5
1
人

か
ら

1
0
0
人

ま
で

 
2
,1

6
0
円

 
2
,7

0
0
円

 

1
0
1
人

か
ら

1
5
0
人

ま
で

 
2
,7

0
0
円

 
3
,2

4
0
円

 

1
5
1
人

以
上

 
3
,2

4
0
円

 
3
,7

8
0
円

 
 

利
用
人
員

 
使

用
料

(午
前

8
時

か
ら

午

後
5
時

ま
で

) 

使
用

料
(午

後
5
時

以
降

) 

5
0
人

ま
で

 
1
,3

2
0
円

 
1
,6

5
0
円

 

5
1
人

か
ら

1
0
0
人
ま

で
 

2
,2

0
0
円

 
2
,7

5
0
円

 

1
0
1
人

か
ら

1
5
0
人

ま
で

 
2
,7

5
0
円

 
3
,3

0
0
円

 

1
5
1
人

以
上

 
3
,3

0
0
円

 
3
,8

5
0
円

 
 

(注
) 

表
の
金

額
は

、
消

費
税

相
当

分
を

加
え

た
総
額
表

示
で
あ

る
。

 
(注

) 
表
の
金

額
は
、

消
費
税

相
当

分
を

加
え

た
総

額
表

示
で

あ
る

。
 

 



3
4
/4

4
 

山
都
町
清

和
研
修

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条
例

第
1
1
5
号

)新
旧

対
照
表

【
第

2
2
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
1
4
条
関
係

) 
別

表
(第

1
4
条
関
係

) 

清
和
研
修

セ
ン

タ
ー

使
用

料
 

清
和
研
修

セ
ン
タ

ー
使
用

料
 

利
用
時
間

 
大

会
議

室
 中

会
議

室
 研

修
相

談
室

 
和

室
 

O
A
研

修
室

 特
別
使
用

料
 

室
使
用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

 
 

 

1
,2

9
6
円

 
6
4
8
円

 
6
4
8
円

 
6
4
8
円

 
1
,2

9
6
円

 営
利
又
は

宣

伝
を
目
的

と

し
た
利
用

及

び
町
民
以

外

の
利
用
に

つ

い
て
は
、

室

使
用
料
を

倍

額
と
す
る

。
 

冷
暖
房
使

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

6
4
8
円

 
3
2
4
円

 
3
2
4
円

 
3
2
4
円

 
6
4
8
円

 

 

利
用
時
間

 
大

会
議
室

 中
会
議
室

 研
修

相
談

室
 
和

室
 

O
A
研

修
室

 特
別

使
用

料
 

室
使
用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

 
 

 

1
,3

2
0
円

 
6
6
0
円

 
6
6
0
円

 
6
6
0
円

 
1
,3

2
0
円

 営
利

又
は

宣

伝
を

目
的

と

し
た

利
用

及

び
町

民
以

外

の
利

用
に

つ

い
て

は
、

室

使
用

料
を

倍

額
と

す
る

。
 

冷
暖
房
使

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

6
6
0
円

 
3
3
0
円

 
3
3
0
円

 
3
3
0
円

 
6
6
0
円

 

 

注
 

注
 

1
 

1
時

間
単

位
の

使
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い
場

合
は

1
時

間
と
み

な
す

。 
1
 

1
時

間
単
位

の
使
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い

場
合

は
1
時

間
と

み
な

す
。 

2
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

2
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



3
5
/4

4
 

山
都
町
清

和
山
村

基
幹

集
落

セ
ン

タ
ー

条
例

(平
成

1
7
年
山

都
町

条
例
第

1
1
9
号

)新
旧
対

照
表

【
第

2
3
条
関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
8
条

関
係

) 
別

表
(第

8
条

関
係

) 

 
 

室
使

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

冷
暖
房
使

用
料

 

(1
時

間
当
た

り
) 

特
別
使
用

料
 

研
修
室

 

(大
) 

全
室

 
1
,0

8
0
円

 
5
4
0
円

 1
 

営
利

や
宣
伝

を
目
的
と

し
た

室
使
用
料

は
、

倍
額
と
す

る
。

 

2
 

町
民

以
外
の

室
使
用
料

は
、

倍
額
と
す

る
。

 

半
室

 
5
4
0
円

 
2
7
0
円

 

研
修
室

(中
) 

5
4
0
円

 
2
7
0
円

 

研
修
室

(小
) 

5
4
0
円

 
2
7
0
円

 

和
室

 
5
4
0
円

 
2
7
0
円

 

生
活
改
善

室
(占

有
し

て
利
用
す

る
場
合

) 

5
4
0
円

 
2
7
0
円

 

 

 
 

室
使

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

冷
暖

房
使

用
料

 

(1
時

間
当

た
り

) 

特
別

使
用

料
 

研
修
室

 

(大
) 

全
室

 
1
,1

0
0
円

 
5
5
0
円

 1
 

営
利

や
宣

伝

を
目

的
と

し
た

室
使

用
料

は
、

倍
額

と
す

る
。

 

2
 

町
民

以
外

の

室
使

用
料

は
、

倍
額

と
す

る
。

 

半
室

 
5
5
0
円

 
2
7
0
円

 

研
修
室

(中
) 

5
5
0
円

 
2
7
0
円

 

研
修
室

(小
) 

5
5
0
円

 
2
7
0
円

 

和
室

 
5
5
0
円

 
2
7
0
円

 

生
活
改
善

室
(占

有
し

て
利
用
す

る
場
合

) 

5
5
0
円

 
2
7
0
円

 

 

(注
) 

(注
) 

1
 

1
時

間
単

位
の

使
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い
と

き
は
、

1
時
間

と
み
な

す
。

 

1
 

1
時

間
単
位

の
使
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い

と
き

は
、

1
時

間
と

み
な

す
。

 

2
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

2
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



3
6
/4

4
 

山
都
町
黒

峰
牧
場

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

1
2
3
号

)新
旧

対
照
表

【
第

2
4
条
関

係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
8
条

関
係

) 
別

表
(第

8
条

関
係

) 

区
分

 
使

用
料

 

肉
用
繁
殖

牛
 

1
頭

1
シ

ー
ズ

ン
(5
月

か
ら

1
1
月

ま
で

)に
つ
き

 
5
,4

0
0
円

 

子
牛

 
無

料
 

 

区
分

 
使

用
料

 

肉
用
繁
殖

牛
 

1
頭

1
シ

ー
ズ

ン
(5
月

か
ら

1
1
月

ま
で

)に
つ

き
 

5
,5

0
0
円

 

子
牛

 
無

料
 

 

(注
)表

の
金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

(注
)表

の
金
額

は
、
消

費
税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



3
7
/4

4
 

山
都
町
水

道
事
業

給
水

条
例

(平
成

1
7
年

山
都

町
条

例
第

1
4
4
号

)新
旧
対
照

表
【
第

2
5
条

関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(料
金

) 
(料

金
) 

第
3
4
条

 
料
金

は
、

1
箇

月
に

つ
き

次
に

掲
げ

る
用
途
及

び
量
水

器
口
径

の
区
分

に
従

い
、
使
用

水
量

に
応

じ
基

本
料

金
及

び
従

量
料

金
の
合
計

額
(そ

の
額
に

1
円
未

満
の

端
数
が
あ

る
と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
た

額
)と

す
る
。

 

第
3
4
条

 
料
金

は
、

1
箇

月
に

つ
き

次
に

掲
げ

る
用

途
及

び
量

水
器

口
径

の
区

分
に

従

い
、
使
用

水
量
に

応
じ
基

本
料

金
及

び
従

量
料

金
の

合
計

額
(そ

の
額

に
1
円

未
満

の

端
数
が
あ

る
と
き

は
、
こ

れ
を

切
り

捨
て

た
額

)と
す

る
。

 

 
量

水
器
口

径
区

分
 基

本
水

量
 基

本
料

金
1
箇
月

に

つ
き

 

従
量
料
金

7
m

3
を

超
え

る
1
m

3
に

つ
き

 

一
般
用

 
1
3
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
 7

m
3
当

た

り
 

1
,0

8
0
円

 
1
5
1
円

 

2
0
 

〃
 

〃
 

1
,1

9
8
円

 
1
5
1
円

 

2
5
 

〃
 

〃
 

1
,2

2
0
円

 
1
5
1
円

 

3
0
 

〃
 

〃
 

1
,3

1
7
円

 
1
5
1
円

 

4
0
 

〃
 

〃
 

1
,4

6
8
円

 
1
5
1
円

 

5
0
 

〃
 

〃
 

3
,5

8
5
円

 
1
5
1
円

 

7
5
 

〃
 

〃
 

4
,4

2
8
円

 
1
5
1
円

 

営
業
用

 
2
0
 

〃
 

〃
 

1
,1

9
8
円

 
7
m

3
を

超
え

2
0
0
m

3

ま
で

1
m

3
に
つ
き

 9
7
.2
円

 

2
0
0
m

3
を

超
え

る
1
m

3
に

つ
き

 

1
5
1
円

 

2
5
 

〃
 

〃
 

1
,2

2
0
円

 

一
時
用

 
 

 
1
m

3
に

つ
き

 
3
0
2
円

 

消
火
栓

(演
習

用
) 

1
0
分

(約
1
0
m

3
) 

1
,0

8
0
円

 
 

 
量

水
器
口

径
区
分

 基
本

水
量

 基
本

料
金

1
箇

月
に

つ
き

 

従
量

料
金

7
m

3
を

超
え

る
1
m

3
に

つ
き

 

一
般
用

 
1
3
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 7

m
3
当

た

り
 

1
,1

0
0
円

 
1
5
4
円

 

2
0
 

〃
 

〃
 

1
,2

2
1
円

 
1
5
4
円

 

2
5
 

〃
 

〃
 

1
,2

4
3
円

 
1
5
4
円

 

3
0
 

〃
 

〃
 

1
,3

4
2
円

 
1
5
4
円

 

4
0
 

〃
 

〃
 

1
,4

9
6
円

 
1
5
4
円

 

5
0
 

〃
 

〃
 

3
,6

5
2
円

 
1
5
4
円

 

7
5
 

〃
 

〃
 

4
,5

1
0
円

 
1
5
4
円

 

営
業
用

 
2
0
 

〃
 

〃
 

1
,2

2
1
円

 
7
m

3
を

超
え

2
0
0
m

3

ま
で

1
m

3
に

つ
き

 

9
9
円

 

2
0
0
m

3
を

超
え

る
1
m

3
に

つ
き

 

1
5
4
円

 

2
5
 

〃
 

〃
 

1
,2

4
3
円

 

一
時
用

 
 

 
1
m

3
に

つ
き

 
3
0
8
円

 

消
火
栓

(演
習

用
) 

1
0
分

(約
1
0
m

3
) 

1
,1

0
0
円

 
 



3
8
/4

4
 

注
 
表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

注
 
表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

(施
設

工
事
の

加
入

金
) 

(施
設

工
事
の

加
入
金

) 

第
4
4
条

 
給
水

装
置

の
新

設
工

事
の

申
込

み
を

行
う
者
は

、
設
置

す
る
メ

ー
タ
ー

の

口
径
に
よ

り
加
入

金
と

し
て

、
次

に
定

め
る

額
を

そ
の
申

込
み
の

際
に
納

付
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
4
4
条

 
給
水

装
置
の

新
設
工
事

の
申

込
み

を
行

う
者

は
、

設
置

す
る

メ
ー

タ
ー

の

口
径
に
よ

り
加
入

金
と
し

て
、

次
に

定
め

る
額

を
そ

の
申

込
み

の
際

に
納

付
し

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

メ
ー
タ

ー
口

径
 

加
入
金
額

 

1
3
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

3
2
,4

0
0
円

 

2
0
 

〃
 

4
3
,2

0
0
円

 

2
5
 

〃
 

8
6
,4

0
0
円

 

3
0
 

〃
 

1
4
0
,4

0
0
円

 

4
0
 

〃
 

2
7
0
,0

0
0
円

 

5
0
 

〃
 

4
8
6
,0

0
0
円

 

7
5
 

〃
 

1
,4

0
4
,0

0
0
円

 
 

メ
ー
タ
ー

口
径

 
加

入
金

額
 

1
3
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

3
3
,0

0
0
円

 

2
0
 

〃
 

4
4
,0

0
0
円

 

2
5
 

〃
 

8
8
,0

0
0
円

 

3
0
 

〃
 

1
4
3
,0

0
0
円

 

4
0
 

〃
 

2
7
5
,0

0
0
円

 

5
0
 

〃
 

4
9
5
,0

0
0
円

 

7
5
 

〃
 

1
,4

3
0
,0

0
0
円

 
 

2
～

4
 

（
略
）

 
2
～

4
 

（
略
）

 

 



3
9
/4

4
 

山
都
町
簡

易
水
道

等
事

業
給

水
条

例
(平

成
1
8
年

山
都

町
条

例
第

2
0
号

)新
旧
対
照

表
【
第

2
6
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(料
金

) 
(料

金
) 

第
3
2
条

 
料
金

は
、

1
箇

月
に

つ
き

次
に

掲
げ

る
用

途
及

び
量
水

器
口
径

区
分
に

従

い
、
使
用

水
量

に
応

じ
基

本
料

金
及

び
従

量
料

金
の
合
計

額
(そ

の
額
に

1
円
未

満
の

端
数
が
あ

る
と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
た

額
)と

す
る
。

 

第
3
2
条

 
料
金

は
、

1
箇
月
に
つ

き
次

に
掲

げ
る

用
途

及
び

量
水

器
口

径
区

分
に

従

い
、
使
用

水
量
に

応
じ
基

本
料

金
及

び
従

量
料

金
の

合
計

額
(そ

の
額

に
1
円

未
満

の

端
数
が
あ

る
と
き

は
、
こ

れ
を

切
り

捨
て

た
額

)と
す

る
。

 

(1
) 

簡
易
水

道
の

料
金

 
(1

) 
簡
易
水

道
の
料

金
 

ア
 
中
部

地
区

簡
易

水
道

、
尾

野
尻

地
区

簡
易

水
道
、
高

月
地
区

簡
易
水

道
、

小
峰
地
区

簡
易

水
道

、
朝

日
地

区
簡

易
水

道
、
馬

見
原
地

区
簡
易

水
道
、

菅

尾
地
区
簡

易
水

道
、

柏
地

区
簡

易
水

道
、

柏
第
二

地
区
簡

易
水
道

、
東
竹

原

地
区
簡
易

水
道

、
西

部
地

区
簡

易
水

道
、

今
村
地

区
簡
易

水
道
、

山
都
中

央

地
区
簡
易

水
道

、
矢

部
長

谷
地

区
簡

易
水

道
、
矢

部
地
区

簡
易
水

道
、
白

糸

地
区
簡
易

水
道

及
び

蘇
陽

長
谷

地
区

簡
易

水
道

 

ア
 

中
部

地
区
簡

易
水
道

、
尾

野
尻

地
区

簡
易

水
道

、
高

月
地

区
簡

易
水

道
、

小
峰
地
区

簡
易
水

道
、
朝

日
地

区
簡

易
水

道
、

馬
見

原
地

区
簡

易
水

道
、

菅

尾
地
区
簡

易
水
道

、
柏
地

区
簡

易
水

道
、

柏
第

二
地

区
簡

易
水

道
、

東
竹

原

地
区
簡
易

水
道
、

西
部
地

区
簡

易
水

道
、

今
村

地
区

簡
易

水
道

、
山

都
中

央

地
区
簡
易

水
道
、

矢
部
長

谷
地

区
簡

易
水

道
、

矢
部

地
区

簡
易

水
道

、
白

糸

地
区
簡
易

水
道
及

び
蘇
陽

長
谷

地
区

簡
易

水
道

 

名
称

 
用

途
 
メ

ー
タ

ー
口

径
区

分
 

基
本

水
量

 
基

本
料
金

(1

箇
月
に
つ

き
) 

超
過
料
金

(1

m
3
に

つ
き

) 

中
部
地
区

簡
易
水

道
 

尾
野
尻
地

区
簡
易

水

道
 

高
月
地
区

簡
易
水

道
 

小
峰
地
区

簡
易
水

道
 

朝
日
地
区

簡
易
水

道
 

馬
見
原
地

区
簡
易

水

道
 

一
般

用
 

1
3
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,0

8
0
円

 
1
5
1
円

 

2
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,1

9
8
円

 
1
5
1
円

 

2
5
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,2

2
0
円

 
1
5
1
円

 

3
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,3

1
7
円

 
1
5
1
円

 

4
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,4

6
8
円

 
1
5
1
円

 

5
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
3
,5

8
5
円

 
1
5
1
円

 

7
5
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
4
,4

2
8
円

 
1
5
1
円

 

公
共

―
 

7
m

3
当

た
り

 
5
4
0
円

 
1
5
1
円

 

名
称

 
用

途
 
メ

ー
タ

ー
口

径
区

分
 

基
本

水
量

 
基

本
料

金
(1

箇
月

に
つ

き
) 

超
過

料
金

(1

m
3
に

つ
き

) 

中
部
地
区

簡
易
水

道
 

尾
野
尻
地

区
簡
易

水

道
 

高
月
地
区

簡
易
水

道
 

小
峰
地
区

簡
易
水

道
 

朝
日
地
区

簡
易
水

道
 

馬
見
原
地

区
簡
易

水

道
 

一
般

用
 

1
3
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,1

0
0
円

 
1
5
4
円

 

2
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,2

2
1
円

 
1
5
4
円

 

2
5
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,2

4
3
円

 
1
5
4
円

 

3
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,3

4
2
円

 
1
5
4
円

 

4
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
1
,4

9
6
円

 
1
5
4
円

 

5
0
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
3
,6

5
2
円

 
1
5
4
円

 

7
5
m

m
 

7
m

3
当

た
り

 
4
,5

1
0
円

 
1
5
4
円

 

公
共

―
 

7
m

3
当

た
り

 
5
5
0
円

 
1
5
4
円

 



4
0
/4

4
 

菅
尾
地
区

簡
易
水

道
 

柏
地
区
簡

易
水
道

 

柏
第
二
地

区
簡
易

水

道
 

東
竹
原
地

区
簡
易

水

道
 

西
部
地
区

簡
易
水

道
 

今
村
地
区

簡
易
水

道
 

山
都
中
央

地
区
簡

易

水
道

 

矢
部
長
谷

地
区
簡

易

水
道

 

矢
部
地
区

簡
易
水

道
 

白
糸
地
区

簡
易
水

道
 

蘇
陽
長
谷

地
区
簡

易

水
道

 

用
 

一
時

用
 

―
 

―
 

1
m

3
に

つ
き

 
3
0
2
円

 

消
火

栓
(演

習
用

) 
1
0
分

(約
1
0
m

3
) 

1
,0

8
0
円

 

 

菅
尾
地
区

簡
易
水

道
 

柏
地
区
簡

易
水
道

 

柏
第
二
地

区
簡
易

水

道
 

東
竹
原
地

区
簡
易

水

道
 

西
部
地
区

簡
易
水

道
 

今
村
地
区

簡
易
水

道
 

山
都
中
央

地
区
簡

易

水
道

 

矢
部
長
谷

地
区
簡

易

水
道

 

矢
部
地
区

簡
易
水

道
 

白
糸
地
区

簡
易
水

道
 

蘇
陽
長
谷

地
区
簡

易

水
道

 

用
 

一
時

用
 

―
 

―
 

1
m

3
に

つ
き

 
3
0
8
円

 

消
火
栓

(演
習

用
) 

1
0
分

(約
1
0
m

3
) 

1
,1

0
0
円

 

 

(注
) 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加
え
た

総
額
表

示
で
あ

る
。

 
(注

) 
表
の
金

額
は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

イ
 
大
矢

野
原

地
区

簡
易

水
道

 
イ

 
大
矢

野
原
地

区
簡
易

水
道

 

名
称

 
基

本
料

金
(1
箇

月
に

つ
き

) 

基
本
水
量

 
超

過
料
金

(1
m

3

に
つ
き

) 

大
矢
野
原

地
区
簡

易
水

道
 

4
0
0
円

 ―
 

―
 

 

名
称

 
基

本
料

金
(1
箇

月
に

つ
き

) 

基
本

水
量

 
超

過
料

金
(1

m
3

に
つ

き
) 

大
矢
野
原

地
区
簡

易
水
道

 
4
0
0
円

 ―
 

―
 

 

(注
) 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加
え
た

総
額
表

示
で
あ

る
。

 
(注

) 
表
の
金

額
は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

(2
) 

（
略
）

 
(2

) 
（
略
）

 

(加
入

金
) 

(加
入

金
) 



4
1
/4

4
 

第
4
2
条

 
（
略

）
 

第
4
2
条

 
（
略

）
 

2
 

新
設

工
事
に

お
け

る
加

入
金

の
額

は
、
そ

れ
ぞ
れ
次

の
表
の

左
欄
に

掲
げ
る

メ
ー

タ
ー
の
口

径
の
区

分
ご

と
に

同
表

の
右

欄
に

定
め

る
額
と

す
る
。

 

2
 

新
設

工
事
に

お
け
る

加
入
金

の
額

は
、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
メ

ー

タ
ー
の
口

径
の
区

分
ご
と

に
同

表
の

右
欄

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

メ
ー
タ

ー
の

口
径

 
加

入
金
の

額
 

1
3
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

3
2
,4

0
0
円

 

2
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

4
3
,2

0
0
円

 

2
5
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

8
6
,4

0
0
円

 

3
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

1
4
0
,4

0
0
円

 

4
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

2
7
0
,0

0
0
円

 

5
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

4
8
6
,0

0
0
円

 

7
5
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

1
,4

0
4
,0

0
0
円

 
 

メ
ー
タ
ー

の
口
径

 
加

入
金

の
額

 

1
3
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

3
3
,0

0
0
円

 

2
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

4
4
,0

0
0
円

 

2
5
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

8
8
,0

0
0
円

 

3
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

1
4
3
,0

0
0
円

 

4
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

2
7
5
,0

0
0
円

 

5
0
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

4
9
5
,0

0
0
円

 

7
5
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
 

1
,4

3
0
,0

0
0
円

 
 

3
～

5
 

（
略
）

 
3
～

5
 

（
略
）

 

 



4
2
/4

4
 

山
都
町
福

祉
サ
ー

ビ
ス

手
数

料
条

例
(平

成
1
8
年

山
都

町
条

例
第

2
9
号

)新
旧
対
照

表
【
第

2
7
条

関
係
】

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
3
条

関
係

) 
別

表
(第

3
条

関
係

) 

名
称

 
額

 

高
齢
者
短

期
宿
泊

事
業

手
数

料
 

1
泊

に
つ

き
1
,0

0
0
円

 

外
出
支
援

サ
ー
ビ

ス
事

業
手

数
料

 
自

宅
を
起

点
に
目

的
地
ま

で
3
0
k

m

未
満
の
片

道
に
つ

き
5
0
0
円

 

3
0
k

m
以

上
の

片
道
に

つ
き

1
,0

0
0

円
 

緊
急
通
報

体
制
整

備
事

業
手

数
料

(月
額

) 
市

町
村
民

税
課
税

世
帯

 
5
0
0
円

 

市
町
村
民

税
非
課

税
世
帯

 
2
5
0
円

 

生
活
保
護

法
に
よ

る
被
保

護
世
帯

 
0

円
 

 

名
称

 
額

 

高
齢
者
短

期
宿
泊

事
業
手

数
料

 
1
泊

に
つ

き
1
,0

0
0
円

 

外
出
支
援

サ
ー
ビ

ス
事
業

手
数

料
 

自
宅

を
起

点
に

目
的

地
ま

で
3
0
k

m

未
満

の
片

道
に

つ
き

5
0
0
円

 

3
0
k

m
以

上
の

片
道

に
つ

き
1
,0

0
0

円
 

緊
急
通
報

体
制
整

備
事
業

手
数

料
(月

額
) 

市
町

村
民

税
課

税
世

帯
 

5
5
0
円

 

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

 
2
7
5
円

 

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
 

0

円
 

 

 



4
3
/4

4
 

山
都
町
文

化
交
流

拠
点

施
設

設
置

条
例

(平
成

2
9
年

山
都
町

条
例

第
1
6
号

)新
旧
対

照
表

【
第

2
8
条

関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
表

(第
1
2
条
関
係

) 
別

表
(第

1
2
条
関
係

) 

山
都
町
観

光
文

化
交

流
館

使
用

料
 

山
都
町
観

光
文
化

交
流
館

使
用

料
 

利
用
時

間
 

区
分

 

9
時

～
1
7
時

 

(1
時

間
当

た
り

) 

1
7
時

～
2
2
時

 

(1
時

間
当
た

り
) 

備
考

 

交
流
室

 
2
,7

0
0
円

 
2
,7

0
0
円

 
町

民
以
外

の
利
用

の
場
合
は

、
当
該

利

用
に
係
る

使
用
料

の

額
を

2
倍

に
し
た

額

を
使
用
料

と
し
て

徴

収
す
る
。

 

多
目
的
ス

テ
ー
ジ

 

(屋
外

広
場
含

む
) 

1
,3

5
0
円

 
1
,6

2
0
円

 

 

利
用
時
間

 

区
分

 

9
時

～
1
7
時

 

(1
時

間
当

た
り

) 

1
7
時

～
2
2
時

 

(1
時

間
当

た
り

) 

備
考

 

交
流
室

 
2
,7

5
0
円

 
2
,7

5
0
円

 
町

民
以

外
の

利
用

の
場

合
は

、
当

該
利

用
に

係
る

使
用

料
の

額
を

2
倍

に
し

た
額

を
使

用
料

と
し

て
徴

収
す

る
。

 

多
目
的
ス

テ
ー
ジ

 

(屋
外

広
場
含

む
) 

1
,3

7
5
円

 
1
,6

5
0
円

 

 

(備
考

) 
(備

考
) 

1
 

1
時

間
単

位
の

使
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い
場

合
は

1
時

間
と
み

な
す

。 
1
 

1
時

間
単
位

の
使
用

料
と

し
、

1
時

間
に

満
た

な
い

場
合

は
1
時

間
と

み
な

す
。 

2
 

表
の

金
額

は
、

消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額
表
示

で
あ
る

。
 

2
 

表
の

金
額
は

、
消
費

税
相

当
額

を
加

え
た

総
額

表
示

で
あ

る
。

 

 



4
4
/4

4
 

清
和
村
村

有
林
野

使
用

料
徴

収
条

例
(昭

和
3
2
年

山
都

町
清

和
村

条
例
第

1
6
号

)新
旧
対
照

表
【

第
2
9
条
関
係

】
 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(徴
収

) 
(徴

収
) 

第
5
条

 
使
用
料

は
、

1
か

年
に

つ
き

、
次

の
と

お
り

徴
収

す
る
も

の
と

す
る
。

 
第

5
条
 

使
用
料

は
、

1
か
年
に
つ

き
、

次
の

と
お

り
徴

収
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(1
) 

自
家
用

秣
萓

の
採

取
1
0
ア

ー
ル

に
つ

き
 

1
0
0
円

 
(1

) 
自
家
用

秣
萓
の

採
取

1
0
ア

ー
ル

に
つ

き
 

1
1
0
円

 

(2
) 

放
牧
場

、
繋

場
1
0
ア

ー
ル

に
つ

き
 

1
0
0
円

 
(2

) 
放
牧
場

、
繋
場

1
0
ア

ー
ル

に
つ

き
 

1
1
0
円

 

(3
) 

農
耕
地

と
し

て
使

用
す

る
場

合
1
0
ア

ー
ル

に
つ
き

 
1
,0

0
0
円

 
(3

) 
農
耕
地

と
し
て

使
用
す

る
場

合
1
0
ア

ー
ル

に
つ

き
 

1
,1

0
0
円

 

(4
) 

果
樹
園

等
と

し
て

使
用

す
る

場
合

1
0
ア

ー
ル
に
つ

き
 

1
,0

0
0
円

 
(4

) 
果
樹
園

等
と
し

て
使
用

す
る

場
合

1
0
ア

ー
ル

に
つ

き
 

1
,1

0
0
円

 

2
 

（
略

）
 

2
 

（
略

）
 

 


